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資料編

１．被害者等ヒアリング結果整理表

１-１ 日本航空１２３便墜落事故遺族ヒアリング
実施日、実施場所：１１／２６～３／１８（東京、横浜、愛知、兵庫、大阪）
対象者、聴取方法：8･12 連絡会（美谷島委員）の紹介による事故遺族（6名）に対する個別インタビュー

（１）情報入手について

分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【被害者家族への第一報】
・ ＪＡＬからの連絡は 13 日深夜、「乗っ

ていたようです。」とのことだった。

【安否情報・収容先の情報】
・ 小学校の体育館で待機した。日航の人

の説明はあったが、全ての情報が入っ
てきたわけではない。

【留守家族への連絡・情報提供】
・ JALからは、自宅に残っている家族へ

の連絡はなかった。現地は公衆電話の
取り合いとなっていたし、現場でも情
報がないとの連絡だった。途中からは
電話がたくさん並んで、無料で連絡で
きるようになった。

・ 世話役は、現場家族しか認識していな
かったのでは。日本航空として、自宅
に残っている家族に毎日の情報を伝え
るべきではなかったか。

・ 今はPC、携帯もあるが、当時は電話、
FAX。日本航空から数日後メール便が
届いて、着ていたものを絵に描いて
FAXで送ったが返事がなかった。社員
が直接取りに来ることもあったが、取
りに来た人によれば FAX は量が多く

【身元確認】
・ 8 月後半に、歯型と毛髪、足の一部で

本人ではないかということになった。
何段階かにわたって日本航空から連絡
があったが、事務的連絡であった。
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

処理しきれていないようだった。同じ
ものを何度も送った。そういう時に世
話役の助けがほしかった。

・ 世話役同士で連絡をとってもらえれば
さらに良い。現場家族と留守宅の連絡
がうまく取れないことが確認の障害と
なった。

・ （体育館では）テレビ以外の安否の情
報は、事業者からはほとんど無かった。

行政 【行政等の各種支援に関する情報】
・ 行政手続きについて相談する相手もい

ない、自分で調べられる精神状態でも
ない。

【事故原因究明に関する情報】
・ 事故調で（事故発生から救急現場到着

までの）16時間の理由を聞いた。外務
省経由で調べてもらったが、外務省に
記録がないと言われた。

・ 事故調にも20数回行ったが、調査途中
の情報は流れてこない。事故調が開催
した意見を聞く会は、仕事の関係で行
けなかった。

・ 事故原因については報道からの情報が
多い。不起訴の説明会には行った。

・ 自分たちでも事故調査をしたいという
気持ちがあって、究明部会を作った。
何か関わりあいたい気持ちがあった。

・ 事故調に対して意見が言える状態では
なかった。遺族は部外者と言われたの
がショック。報告書も手に入れるのが
大変だった。再発防止は被害者みんな
の気持ちである。

・ 事故調査委員会に、説明会を開催して
もらった。全てを話すわけにはいかな
いので、限界だったのでは。予算・人
員が決まっているので、対応には限界
があった。調査結果は不十分だったと
思う。

・ JALの責任については、結論がうやむ
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

やだった。世間の人は起訴されたかど
うかもわからなかったのではないか。

・ 事故原因は分かりやすく説明してほし
い。

警察・消防 【情報入手全般】
・ 現場では、警察、消防の直接の発表は

なかった。

マスコミ 【被害者家族への第一報】
・ ＴＶの報道を見ていたが、ＮＨＫの情

報が遅かった。どの局を信じていいの
か不安だった。

・ 事故の第一報はテレビのテロップだっ
た。夫の実家に連絡して、間違いない
ということになった。

【事故原因究明に関する情報】
・ 事故数年後の隔壁事故で伊丹に無事着

陸した事故があった。これが報道にな
っていない、そこまでつっこんでいな
い。なぜなのか納得がいかない。

病院

その他 【情報入手全般】
・ 移動中は、カーラジオで情報を聞いた。
・ 体育館では、電話・FAX、テレビが不

足していた。電話は当初２台くらいか
らだんだん増えてきた。

【被害者家族への第一報】
・ 第一報は兄嫁からの電話であった。促

されて TV テロップを見た。航空券を
手配したツーリスト経由で、空港に確
認してもらった。

・ 巻き込まれたと知って目の前が真っ白
になった。空港に直行し、JALのカウ
ンターに行った。家が近所の人もたく
さんいた。

・ その晩のうちにバスが出て小海に行っ
た。墜落場所が定かでないため、右往
左往した。

・ 両親もかけつけた。両方の身内が集ま

【情報入手全般】
・ 誰がどの席か早く情報がほしかった。

ずっとわからなかった。週刊誌が作っ
た図でわかった。

・ 母が連絡会の旗振りをしていたので、
その情報は入って来たが、それ以外の
情報はなかった。テレビも新聞も見な
かった。余裕がなかった。

・ 東京、大阪で遺族会の集会を月１回程
度開催し、情報交換をした。社交的な
ご遺族がいて、情報交換がうまくいっ
た。日航の動きを教えてもらった。そ
れでも、高齢者のご主人を亡くした人
と、子どもを亡くした人では話が合わ
ない。

・ 連絡会に行けない人もいる。精神的に
つらかったり、身体が不調のこともあ
る。子どもが預けられなくて来られな
い人もいる。連絡会では出席できる人

【情報入手全般】
・ 現地で特に不足したという情報はな

い。当時は気持ちが一杯一杯であった。
広い目で見れば、捜索が遅れたこと、
場所の特定が遅れたことが心残りだ
が、これは後々の報道で分かったこと
である。
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

った。
・ 夫が出張から帰ってこなかった。空港

から近いので、いつもならすぐ帰るの
におかしいと思っていた。ＴＶも見て
いなかった。会社から一報があり、Ｔ
Ｖをつけるように言われた。事故にあ
ったらしいので、会社が動くとのこと
だった。夕方であり、もし会社の人が
誰もいなかったら、いつ事故を知った
のかと思う。

・ TV の報道で遺族が空港に集まってい
ることを知った。自分がどう動いてい
いか全くわからなかった。

・ 実家、会社と連絡を取り合って、会社
の人が現地に行くと言うことで、迎え
に来てもらった。

・ 事故直後は情報がぐちゃぐちゃだっ
た。どこで何が起きたのか分からなか
った。

【安否情報・収容先の情報】
・ 移動中、生存者がいるという情報も入

って、自分の夫も生きていると思った。
・ 墜落場所が特定されていなく、移動の

バスが最初は小海町に向かって、途中
から群馬県に変更になった。

・ 本来であれば、捜索状況等をちゃんと
教えてもらえれば良かったと、後にな
ってから思った。

【身元確認】
・ 遺体確認では、遺体が包帯で巻いてあ

って何もわからない状態であった。
・ 遺体の確認をするので、工業高校体育

館に集まれという話があった。１家族

もできない人にも、同じように情報を
流した。

【遺族同士の連絡のための情報】
・ 個人情報がなくて、遺族同士のネット

ワークが作れないのが問題だったと思
う。知られたくない人もいるだろうが、
行政でそうした場を作るくらいはあっ
てもいいのではないか。情報を分断す
る仕組みを排除するだけでも良い。事
業者にとっても、ブロックしていると
思われない方がよいのでは。

【補償交渉に関する情報】
・ 補償は全く素人であり、誰に頼んでい

いかわからない、何も知らない。きっ
ちりアドバイスができる人がいれば、
団体の１人でなく、対応できたはずで
ある。義父の弁護士を頼んだがうまく
いかなかった。

・ 補償の情報は共有できたほうが良いと
いうことで連絡会で対応したが、支援
は個別。起訴した人以外は、交渉に弁
護士さんは入っていない人が多いと思
う。そもそも相談先がわからない。窓
口くらいは教えてもらえても良い。
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

１名とのことであったが、遺族から２
名にしてくれと依頼した。

・ 現地で、遺体をヘリポートを作って運
び出すという話が出た時に、それに使
うコンクリート板を自分で提供すると
いう家族の人もいた。早く遺体を確認
したいという要望がだいぶあった。

・ 確認は最初一人と言うことであったが
何人もできるようになった。

・ 遺体の確認は１週間後であった。早く
搬入されたが、確認の順番待ちで時間
がかかった。コネクションがある人が
早いとのことで、そう働きかけるよう
アドバイスもされたが、あえてしなか
った。

・ 米国にいた夫の姉が、事故で旦那さん
の遺体確認の経験があり、つらいので
本人には見せないということになっ
た。見ても包帯に巻かれてわからなか
った。

・ 遺体確認のための歯型を取りにいくの
も、家に張り付いていてできない。友
人、会社の人がやってくれた。今なら
歯医者で個人的なものなので出せない
と言われるかもしれないので、その対
策も必要。これは現場にいる家族も同
じではないか。

・ 事故から５～６日経って遺体が発見さ
れた。遺体は一部水に浸っていた。
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（２）心身面について

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【精神面での支援全般】
・ （精神的な）カウンセリングは日航か

らも話があった。受けた人もいるとは
聞いている。期間は短かったのではな
いか。

【裁判の影響】
・ 全員不起訴は納得がいかない。「ボーイ

ングに任せた」はおかしい。

【事業者に対する思い】
・ 震災では、家屋が壊れるが、事故は人

命のみ。対応も違う。日航に殺された
という気持ちがあり、その精神的な興
奮をどう抑えるかが問題。

【関係者の対応、態度】
・ ＪＡＬもボーイングも責任を認めなか

った。自分たちのこととして捉えてほ
しかった。遺族にとっては納得がいか
ない。わかれば気持ちがおさまる。

【慰霊式・現場訪問の影響】
・ 慰霊で、JAL社員に喪服でずらっと並

ばれてその前を通るのがつらい。

【精神面での支援全般】
・ 事業者の支援には気持ち的にも難しい

ものがある。法的なものできちんと決
めてほしい。日本航空がやるというだ
けで疑ってしまう。

・ 遺族同士のつながりは非常に大事であ
る。JALとしては、遺族会を作ってほ
しくなかったと思う。でも、会社とし
て、支援することが必要なのではない
か。信頼関係を構築することが重要。

・ 少しずつ教訓が活かされていく、活か
されていくことで癒される。

【事故原因究明の影響】
・ どうしてこの事故が起きたのかときっ

ちり理解しないと次に行けない。いつ
まで経っても事業者に対する不信感が
残る。

【関係者の対応、態度】
・ トップは身を守る、人脈を利用する。

良かれと思っても、相反する人がいる。
大きな組織は難しい。遺族から見ると
そうした動きが耐えられない。

行政 【精神面での支援全般】
・ 地元の自治体では特に被害者支援の動

きはなかった。
・ 阪神・淡路は震災であったので、国の

支援体制がすぐ機能した。公共交通の
場合同様な体制が敷けるのか。精神的
なケアも違いができるのでは。

【事故原因究明の影響】
・ 事故原因がわからないこともストレス

になっている。亡くなったことを認め
ると、次はどうして亡くなったのかを
知りたい。わかればストレスが抑えら
れる。徹底的な調査が必要。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

警察・消
防

【関係者の対応、態度】
・ 警察との関わりは、事務的なものの発

行・死亡診断書だけだった。指紋採取
には来た。調書を取りに来た人は人間
性が温かかった。事務的なことを聞か
れることが多かったので、同じように
感じてもらっているのがほっとした。

【身元確認の方法】
・ イギリスでは警察が死亡を報告する場

合に専門のカウンセラーがついてくる
と聞いている。日本では自分で耐える
しかない。フォローしてくれる人が欲
しい。いやがる人がいるかもしれない
が、何かのときに人がいたほうが良い。

マスコミ 【マスコミの対応、態度】
・ 遺族がいろいろ言ってはいけないとい

う社会的風潮があった。他人に言われ
るままに動いてしまう。マスコミの取
材も受けないといけないと考えてしま
う。規制してもらうべきなのかわから
ないが、なんらかの対応は必要。

・ 子どもに対する質問等もあった。「お父
さんがいなくて悲しい」と言われてい
ると子どもがマスコミにだめにされて
しまうと思い、子どもはマスコミの前
に出さないことにした。

・ 学校でも「あの事故の・・」と言われ
るが、状況を知っている父兄が守って
くれている。それが報道で蒸し返され
る。

病院 【精神面での支援全般】
・ （事故とは関係なく）定期健診に行か

なければならず、極限の精神状態で行
ったが、心身面でのフォローが必要だ
った。医師同士で状況を連絡をしても
らえると良いのでは。

・ 精神科の先生を、連絡会の集会に呼ん
で話を聞いた。社会復帰の五段階とい
うのがあると聞き、自分にあてはめ、
どこの段階とわかった。自分の状態を
知る大きな助言となった。訪問を受け
たこともある。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

その他 【待機現場の環境】
・ 体育館で幕が掛かっているため、高温、

腐敗臭がひどかった。
・ 健康管理のようなものは、特に廻って

きた覚えがない。
・ TV も置いてあったがとても見られる

精神状態ではなかった。見ているのは
親戚のような人たちなのではないか。

・ 親戚であろうが確認現場の話をつぶさ
に話している人がいたのが精神的につ
らかった。

・ 体育館で家族毎に待機した。大きいテ
レビがあった。

・ 遺体を確認してくださいという呼び出
しがかかると死亡が決まってしまうの
で、どっちつかずの気持ちであった。
気を張っていないといけないという気
持ちであった。

・ 保健室で休めると言ってもらったり、
ホテルも昼間使えたが、そうすると気
が抜けそうで、体育館で待つことで気
持ちを保っていた。

【身の回りの人からの支援】、【身元確認の
方法】
・ 夫の姉が１ヶ月くらい毎日付いてくれ

たことが助けになった。さまざまな対
処もありがたいと思った。姉のアドバ
イスで遺体が半分くらい無いのを見ず
に済んだし、姉が述べた今後の展望も
その通りになった。行動等ありとあら
ゆるアドバイスをしてくれた。

・ （体育館では）実家の両親、（亡くなっ
た）夫の兄、親戚が一緒だった。翌日
には自分の実家の両親も来た。

【精神状況・精神的症状】
※資-11 ページの「事故遺族を対象とした
アンケート集計結果の報告」も参照

・ マンションでは母が一人で待ってい
た。ショックで耳が聴こえなくなった
ので、補聴器を買った。

・ 毎日仏様に花を活けていた。子供が寝
ると号泣し、睡眠が３，４時間になっ
た。昼は仕事があった。

・ 一人では考えが堂々巡りしてしまう。
これではどうしようもないと気づい
た。自分で気づかないとだめ。それで
も大変ではあるが。

・ 体調については、何年かたってから自
律神経に来た。酸欠や、顔が赤くなる
等の症状が出た。

・ 妻が発狂に近い状態となった。飛行機
が見えると子供が乗っているのではな
いかと考えてしまい、全く子供が死ん
だ意識がない。周りからは病院で見て
もらったらとアドバイスされたが、入
院治療して例え立ち直っても、精神病
院に行ったというコンプレックスが出
ては困ると思って行かさなかった。

・ 父親学級、母親学級も行ってみたが、
「お父さんの役割は・・」等言われる
ので、精神的に受けられなかった。い
ろいろなところで夫がいないことを思
い知らされる。

・ 3～5年はあっという間、この時期が重
要。当時は訳もわからないが、それで
も社会生活をしないといけない。その
中で気持ちは戻っていない。こうした
ときの受け皿があることが重要。親

【精神的ケア全般】
・ 事故遺族の方が、他の大事故の精神的

なボランティアをしている。

【精神状況・精神的症状】
・ 心の支えは夫と一緒に話した夢があっ

たことである。全ての仕事の補佐をし
ていた。それを実現したいと思ってい
た。子供が跡を継ぐまではというのが、
精神的支えの中心であった。

・ 経済的な問題が片付いても心のわだか
まりが残る。

・ 事故を受入れられないから始まり、
次々と新しいことが出てくる。その度
に事故に戻ってしまう。

【遺族同士の支援】
・ 事故遺族と言うことで、子どもさんが

亡くなった弟子の相談を受けることも
ある。遺族は、自分の周りを見回して
同じ経験をして立ち直っている人を探
す。

・ 状況によっても、人によっても希望は
様々。遺族同士はそれでも不思議なつ
ながりはある。遺族会に入って、専門
家が話を聞いていくというようなこと
があっても良い。

【慰霊式・現場訪問の影響】
・ 三回忌くらいから毎年登って献花し

た。これが 10 年くらい続いた。10 年
経って、昇魂の碑のところで景色を見
たら西方浄土のような気がした。

・ 慰霊登山に行かないでいると寂しい。
行くと気持ちが安定する。

【精神面での支援全般】
・ 精神的ケアのプロの人も助けにはなる

と思うが、毎日は来てくれない。
・ まず半歩自分で歩き出すためのカウン

セリングが必要。
・ 同じ思いをして立ち直った人がカウン

セリングにいるのが理想。そういう人
なら週１回でも励ましになる。

・ 同じ遺族でも（夫を亡くした自分と）
子供を皆無くしてしまった人とはまた
気持ちが違う。同じ未亡人と話した方
が、得るものがある気がする。

【望ましい被害者支援の仕組みについて】
・ 事故は全て突然。いざ起こったときに、

それに対応する人を育てる必要があ
る。そういう人たちに自分の経験を伝
えるのはやぶさかではない。

・ 話せる場所があると良い。遺族はどう
しても話さないでがんばってしまう。
日本航空でも警察でもない。情報はど
こにも出さないという人であれば役に
立ったのでは。

・ 最初から完璧でなくても始めてほし
い。事故再発防止で最初から被害者を
作らないことも重要であるが、そのた
めのフィードバックにもなる。今は全
く相談するところがない。

・ 事故後、親友が一週間付き添ってくれ、
気持ちを切り替えることができた。こ
れに代わるのが専門的ケアの人になる
のでは。父母も一杯一杯であった。家
族全員をケアできる人がいると良い。

・ 当初のストレスはクリアされても、今
の悩みはある。直後の支援、荼毘、葬
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ 身元確認は、兄と二人で行った。両手、
両足が亡く、顔が潰れていたので、う
つぶせの状態で確認した。私が見るし
かないという気持ちであった。

【精神面での支援全般】
・ 自宅に残された人のケアも必要。高齢

者や、子どももいる。

戚・家族も誰も経験したことがない状
況である。連絡会でも経験はあるが正
しいかどうかわからない。カウンセラ
ーの人が窓口となってわからないこと
を一緒に調べるという形でも良い。

・ 生活が一変した人も多い。精神的にも
つらい。子供や家族中が亡くなった家
など、特にサポートが必要だったので
はないか。

【身の回りの人からの支援】
・ ＰＴＳＤや、精神的ケアという言葉が

全く無かった時代だった。父母が助け
だったが、親友が来て、一週間つきそ
ってくれた。冗談を言ったりしてくれ、
気持ちを切り替えてくれた。主人とも
知り合いだったので、ずっと二人で主
人の思い出を話していた。三人で一緒
にいる気になった。身内には心配かけ
たくないという思いがあるが、友達に
は出せる。これが今で言う心のケアだ
った。

・ その後も他の友達も含めて交代で来て
くれた。

【遺族同士の支援】
・ 本人は嫌がったが、強引に4、5ヶ月後

に集会に連れて行った。被害者同士で
屈託のない話をすることで、気持ちの
わだかまりが軽くなった、落ち着きが
出た。同じ境遇の人と話してプラス思
考になった。（精神病院に）入れなくて
よかったと思った。

・ 年末に遺族の集まりが開始した。自分
は子どもを産んで年明けから参加し

儀、そこから違うストレスが始まる。3
～5 年経って自殺する人もいる。次の
事故に活かすためにも、長い支援を期
待したい。

・ 新しい事故があったときに、その被害
者と話がしたい気持ちが強い。時代が
変わって、変わってきているところは
あるが、前の事故の遺族会としての課
題もあると自覚している。支援が必要
であれば遺族会としても支援したい気
持ちがある。

・ 新しいことを始めるのではなく、支援
をする側とされる側をうまくつなぐこ
との助けになりたい。

・ 遺族の気持ちは次第に変わっていくも
のだが、専門家の紹介は、どこかで役
に立つ。連絡先がわかるだけでも、す
ぐには本人が行くことはなくても、周
りの人から使っていって、最後に本人
が行くことも考えられる。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

た。連絡会の存在は大きかった。
・ 連絡会は心の支えとなった。自分たち

で精神的ケアを行った。

【慰霊式・現場訪問の影響】
・ 一周忌には花束を作ってもらって山に

行った。山が黒焦げになっていて凄い
エネルギーを感じた。生きたいという
気持ちを感じ取って、精一杯やれるこ
とをやらないといけないと思った。

・ （事故で無くなった被害者を）山奥に
ほったらかしにはできない。「寂しいだ
ろう」という気持ちになる。毎月登っ
ている人もいる。道標を作っている。
翌年彼岸（３月）には、開山前だがど
うしても行きたくなった。森林組合が
視察に行く日に合わせて連れて行って
もらった。

・ 母は現場に行きたがらないので、現場
にはほとんど行っていない。
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事故遺族を対象としたアンケート集計結果の報告
１９８９年６月実施 （事故から３年１０カ月）

実施団体 8･12連絡会

（発送 278通回収140通） 男51人 女89人

亡くした親族 親3人、子71人、配偶者65人、兄弟4人

住まい 変わった人51人 変わらない人89人

Ｑ事故当時の気持について

今もそう思っている

現実だと思えなかったし認めたくなかった 95% 39%

日航や事故を起したものに激しい怒りを 91% 68%
感じた

孤独感におそわれ将来に対する望みを 85% 34%
失った

自分も死にたいと思った 66% 9%

自らの行動が原因であるかのように 47% 11%
後悔し自らを責めた

Ｑ身体面での変調がありましたか

変調あり 79%
なし 14%

無回答 7%

Ｑ亡くなった人への思いや行動について

思い出の場所を訪ねたり姿を探して歩いた 47%
亡くなった人の 遺品を本人であるかのように扱った 45%

Ｑ同じ境遇の人々とのおつきあいは

ない 23%
ある 73%
無回答 4%

－どんなことをしていますか

会報を読んでいる又は投稿している 46%
電話や手紙でやりとりしている 44%
不定期に会っている 31%
定期的に集まる 30%
旅行したりお参りをする 29%

Ｑ同じ境遇の人々と交流してよかったと思いますか

よかった 89%
よくない 0%
わからない 11%

Ｑ悲しみを乗りこえ、たちなおる為に遺族会のような同じ境遇の人達の集まりが必要

だと思いますか

あった方がよい、必要だ 76%
わからない 13%
なくてもよい、必要ない 9%
無回答 2%
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Ｑ遺族の人達をささえる専門のカウンセラーなどを交えた社会的制度が必要ですか

あった方がよい、必要だ 66%
わからない 18%
なくてもよい、必要ない 12%
無回答 4%

Ｑ事故直後の悲しみに比べて気持ちの整理ができたと思いますか

ある程度できたと思う 42%
すこしできたと思う 12% （54%）

できていないと思う 14%
それほどできていないと思う 21% （35%）

わからない 9%
無回答 2%

－ある程度できたと思うまたはすこしできたと思われたのは、いつごろからですか

～半年 １人

～１年 １人

～２年 13人

～３年 38人 （三回忌がすんで）

３年～ 14人

－気持ちの整理

子をなくした人 配偶者をなくした人

すこしできた 31人 41人

できない 30人 14人

わからない 5人 6人

○遺族の意見抜粋 （事故から３年１０ヵ月後の８・１２連絡会アンケート）

・カウンセラーも利用しましたが、とてもこの深い悲しみを体験したもの以外ではわ

かりえないと思う。（４３才女性 夫を亡くす）

・今でも心の余裕はありません。生きる目的がなくなりました。それでも死んだ者の

ために生きていかなくてはなりません。事故後の処理に忙殺されて愛する者との別

れにひたりきれなかったことがつらかった。（４４才女性 夫、長女、次女亡くす）

・気持の整理ができたということではなく、あきらめの気持ちです。いつの日か生き

ていてよかったと感ずる日がくるかもしれない。自問自答しながらの日々でありま

す。（６８才男性 娘を亡くす）

・家に不幸があれば、村八分のような状態におかれます。（５８才女性 娘を亡くす）

・まわりの人みんな死んでしまえばと思ったことがある。（５８才女性 三女を亡く

す）

・何度となく自殺を考えました。（５１才男性 長女、次女を亡くす）

・また家族の誰かが死にはしないかと非常に心配だった。（３３才女性 妹を亡くす）

○つらかったこと

・遺体の確認

・補償問題への周囲の興味、補償のことを聞かれること

・３２分間の恐怖のこと。助けてあげられなかったこと

・自責の念、自分のせいで亡くなったと感じた

・家族間のトラブル(相続など)
・宗教団体からの勧誘・お墓の勧誘がくる

・銀行の勧誘の人が来る

・マスコミの過剰で、強引な取材に強い怒り

・無神経にカメラを向ける

・事故直後、写真をとりに、使われる

・勝手にコメントが使われる

・突然亡くなったこと
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○つらかったこと（続き）

・一家全員がなくなったこと

・形どおりの慰めの言葉がつらかった

・雑務でゆっくりと故人を偲べなかったこと

・日航の統一性ない遺族対応、世話役とのトラブル

・情報の不足

・藤岡での待機のときテレビニュースのみが頼りでなんら説明もない

・遺体確認の際、状況説明不足（ただ待つのみだった）

・部分遺体の確認についての情報不足

・遺族会の会報しか情報がないこと

・事故に対する関係機関からの説明がない

○よかったこと

・同じ事故で、深い悲しみを体験したもの同士の強い絆ができた

・遺族同士で慰めあえ、勇気づけられたこと

・遺族会が会報を出してくれたこと

・一緒に慰霊が出来たこと

・周囲がさりげなく接してくれ、周囲がそっと見守ってくれたこと

（８・１２連絡会事務局まとめ）

＊事故直後に情報がない、統一されていない。

＊遺体確認のときの情報統一されていない。

＊部分遺体の確認の情報が知らされなかった。

＊精神面の不調(死にたいと思った)に対しての支援がなかった。

＊医療機関にかかる(不眠、胃潰瘍、食欲不振、アルコール依存など)人が多い。

＊自分自身が、悲しみの日々を越えるためにも、事故報告書を解読して、「なぜ亡く

なったか」の答えが欲しかった。

＊遺族が「報告書を読みたい。お金を払うから増刷をしてください」と国に頼み込ん

だ。事故原因を一番知りたいのは、亡くなった人とその家族という理解がなかった。

事故原因や再発防止策についての継続的な情報提供が必要。

＊事故に対する情報は、マスコミの情報以外に手にはいらなかった。

＊遺族の子供たちに対する「奨学金育英制度」は評価をしたい。

以 上

出典：8･12連絡会より提供
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（３）その他の各種サポートについて

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【関係者の対応、態度】
・ 現地で遺体を確認すると、別の場所に

遺体を移動させたが、そこにはJALは
１人も来なかった。

【待機場所の居住環境整備】
・ 滞在場所は１週間近くに渡り、妹が近

所の旅館を抑えてくれた。そうでない
人は日航が手配したのだと思う。体育
館に泊まった人もいたのではないか。
旅館からは両親の車で通った。

【関係者の対応、態度】
・ 日航から世話係の人がついた。この人

は非常によくしてくれた。２年くらい
担当であった。

・ 世話役には、個人的資質もある。今で
もお付き合いしているという人もい
る。人間対人間のつきあいになってい
る。

・ 日航にとっても降って沸いたことであ
り、対策はゼロに近かった。世話役の
方の年齢も幅広く、対応がばらばらで
あった。

・ 自分もかっとなっている。（日航の世話
人が）どんな態度でこられても対話で
きない。取り付く島がないような状態
だったと思う。

・ 日航の対応が今後どうなるかが自分に
とっては問題であった。補償交渉で、
法律で３年が期限と言われ、決着を迫
られた。抵抗感があった。「法律で殺さ
れたわけではない」と反論した。

・ 交渉の際に、JALの対応が紋切り型で
あった。割り切れない思いがした。

・ 補償交渉の金額については、海外で一
律金額が決まっているのを引用して、
一律という話が出た。日本での対応に
ついての文書化が必要。

・ 補償金額の算定は、生涯賃金を計算し
て、大卒は３割、そうでないと５割カ
ットになる。それをさらに、金利を引
いて支払うと言われた。

・ 声が大きいところには違うフォローが
あったかもしれない。

【関係者の対応、態度】
・ JALの被害者相談室はクレーム処理係

にすぎない。登山のサポートはあるが
それは臨時。本当の要求はできない。

・ 世話役は補償交渉が終わってそれきり
だった。

・ 事故は体制が引き起こした。その体制
は25年前と変わっていない。事故後数
年はJALも謙虚だったが、すぐにもと
に戻ってしまった。

【慰霊・現場訪問の支援】
・ 慰霊の園は、維持費はJALからでてい

る。管理は村に移管されている。
・ 慰霊の園は子々孫々に引き継いでもら

わないと困る。山道は崩れてくる。群
馬県知事の発案で道の整備をすること
になり、日航にも働きかけ 2000 万円
を出してもらうこととなった。これに
ついて、経営状況が悪いので、財団に
建替えてもらえないかという話があっ
た。反対したが結局認めることとなっ
た。

・ 上野村の前村長さんができた人だっ
た。財団法人を作って管理する人を設
けた。これには日航からも資金が出て
いる。

・ 慰霊登山の交通費は当初（日航が）負
担していた。10年を期にストップして
しまったが。

・ 以前、見かけないグループが登山をし
ていた。声を掛けると直接事故とは関
係のない登山愛好家のグループで、慰

【再発防止】
・ 事故の決着が重要。何かしらの不行き

届きがあって事故があった。数年後に
もアクシデントが続いた。それに対す
る対策がきちんととられることが重
要。事業者にマニュアルがあるならば、
その改良をしっかりして欲しい。事故
がある度に改良というのも困るが。機
械に頼りきって、人間がミスをするの
も困る。

・ 尼崎もシステム、マニュアルがあった。
日本の鉄道の定時運行は世界的にも有
名。それでも事故が起きる。

・ 企業側にとっても、安全・事故の教訓
を重視している姿勢を示すことがアピ
ールになるのではないか。教育現場等
でも教訓を広めてほしい。

・ 事業者のイニシャルの対応として、遺
族に寄り添う対応が必要。自分を守ろ
うとしない方が、早い解決に結びつく
と思ってほしい。企業のリスクマネジ
メントとして実施すべき。

・ マニュアルを作るときには、遺族の意
見を入れるべき。気持ちの部分が大事。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ 世話役から意見を上げてもらっても、
上にお伺いを立てるので即決で決まら
なかった。

・ 補償交渉で世話役が替わった。不信感
があった。補償の世話役には相談する
気にもならない。

・ 慰霊祭が最初にあったとき、世話役が
ついていた。自宅に高木社長が来たと
きも付いてきた。

・ 他の遺族がいるとき、世話役がいると
話しづらいところがあった。

・ たくさんの世話役がいるので、いい人
もいるし、悪い人もいる。個人的には
期待していなかったので、良くも悪く
もなかった。そこしか頼れない人には、
意味がある。

・ 遺族によって対応に差があった。世話
役の態度も差があり、高圧的な人もい
た。

・ 事故後社長が自宅に来たが、あっけら
かんとした態度で驚いた。

・ 担当の世話役は花を持ってくるくらい
だった。

【遺品返還】
・ 日航には、遺品の取扱について、専門

の部会を作ってくれるよう頼んだが作
ってもらえなかった。

・ 事故後、遺品は群馬県警からJALに返
還され、償却されそうになり、山地社
長（注：1985～90）がしばらく預かる
と言った。３年くらい経って皮革製品
にカビが生えたので再度焼却したいと
連絡があったが苦情を言って止めさ
せ、現在も遺品はJALにある。

霊を兼ねての登山とのことであった。
ほったらかしだったら墓標はボロボロ
になっているはず。これをきれいに整
備してもらっている。関係のない人が
山に上がっても見苦しくないことはあ
りがたい。

・ JALでは毎年慰霊登山をし、新入社員
もしているようである。

・ JALでは社員全員が登山を支援してい
る人などを認識しているのだろうか。
職域等の壁があるのではないか。

・ 8･12当日は、社員は慰霊登山禁止令が
出ている。雫石事故で全日空は33回忌
で慰霊を止めることとした。そこには
全日空制服のパイロットが 65 人も来
ていたのと対照的。

・ 慰霊登山については、数年前から家族
で登山している。登山できる状態にあ
るのはありがたい。忘れてしまうこと
はできない。立ち戻り、昇華すること
が必要である。子供達にも共有しても
らえたことは良かった。

【遺体取扱・荼毘】
・ 慰霊碑の裏には納骨堂がある。事故後

の登山で遺骨を見つけ、個人的に寺に
お払いを依頼した。慰霊碑に治めよう
としたが密閉されており、しょうがな
く慰霊の園の中に仮安置しているが、
これを何とかしないといけない。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

【葬式の支援】
・ 大阪で葬式をし、故郷で再度葬式をし

た。大阪にはJALからも人は来たが故
郷ではフォローがなかった。

・ 現地で荼毘に伏した。戻ってすぐに葬
式をした。日航に応援してもらう気は
なかった。世話人の人以外、全ての支
援は断った。

【慰霊・現場訪問の支援】
・ 事故当時、JALから慰霊登山の応援が

5～6人出て、山小屋を設立、登山道を
整備した。退職をしても新しい人の指
導をしている。

行政 【葬式の支援】
・ 行政からは支援がなかった。弔電をも

らったくらい。
・ 行政と接する機会はなかった。人によ

ってはサポートが必要な人もいたので
はないか。

【行政の各種支援】
・ 行政等の手続きの申請も被害者に厳し

い。事故当時、母子家庭は特殊な存在
だった。労災等も本人が行って手続き
をするが、興味本位で聞かれることが
多く、守秘義務はどうなっているのか
と思った。つい数年前も児童支援手続
きで同じような気持ちになった。確定
申告の手続き等も関係し、わからない
ところでいろいろな書類を求められ
る。知らない人も多いと思うが、母子
家庭も申請しないと補助が出ない。生
活上の必要な手続き等を、行政がまと

【再発の防止】
・ 検察の訴訟で、誰も訴えられなかった。

ボーイングについては確認できないの
で不起訴。実績があるボーイングなの
で日本側は鵜呑みにせざるを得ないと
いう構造があった。

【行政の各種支援】
・ 自分は連絡会で、人の話を聞いて情報

を入手したが、継続的に行政手続き等
に関する情報が聞ける場所があるとよ
い。情報が他にもれない、遺族の方を
向いた組織であることが重要。年とと
もに行政の手続きが変わっていくこと
への対応が必要。継続的支援をする必
要がある。

・ 行政手続き等、紙１枚で済む等の便宜
を検討することがあっても良いので
は。あるいは世話役がやってくれる等。
実生活に戻るのが大変。フォローして
くれる人がほしい。

・ 行政には相談窓口があるが、使いにく
い。気楽に電話、出向いて相談できる
と良い。普段から無いと、大事故には
対応できない。

【事故原因の究明】
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

めて情報提供しても良いのではない
か。

・ 労災については、週末の事故だったた
め、認定が受けられた人とそうでない
人の間に亀裂を作った。

・ 米国では事業者の責任を問うことより
原因究明を優先する。それはそれで徹
底すれば良い。

・ 運輸省にも監督責任があったのではな
いか。事故の対策については余り報告
がない。

警察・消
防

【関係者の対応、態度】
・ 消防団の人の努力はすごかった。

【遺体取扱・荼毘】
・ 県警、病院の人も大変だった。臭いが

付いて電車に乗れないとのことであっ
た。

【遺体取扱・荼毘】
・ 慰霊登山で遺骨を見つけ上野村に電話

した。医者に見てもらって人骨と判明
した。警察では事故性がないのに鑑定
はできないとのことだった。

【再発防止】
・ 救助がどうして早くできなかったか。

米軍が早期に位置確認をし、降下しよ
うとしたが日本政府から降下許可が出
なかった。どうしてそうなったのか。

・ 早い救助が実施されれば助かった人が
いたのではないかと思っている。ヘリ
コプターは高圧電線が見えないからと
説明されている。米軍の救援を断った
こと、政府の危機管理ができていない。

・ 機体位置を知らせる発信装置のような
ものがなぜできないのか。

マスコミ 【マスコミの対応、態度】
・ マスコミがすごかった。整理は身内が

してくれたが、体育館を出るとすごか
った。幸せな記事を書いても読んでく
れないということもあるのだと思う
が。

・ マスコミの取材は多かったが、断った
のに追ってくることはなかった。

【マスコミの対応、態度】
・ 取材は大変だった。人権侵害といって

もよかった。すぐお涙頂戴の話にした
がる。有名な遺族と他の遺族に差を付
ける。これを不快に思う人も出てくる。

病院 【遺体取扱・荼毘】
・ 鑑定の際には、日赤看護士さんが遺体

を拭いてくれた。

その他 【遺体取扱・荼毘】
・ 160 の棺があった。花が全ての棺に飾

られていたが、それは市内の女子高生
が献花したとのことであった。

【葬式の支援】
・ 夫の兄と義父が葬式等仕切ってくれ

た。子供のこと。仕事のことで、とに
かく忙しかった。

・ 葬式は会社の手配だった。

【事故原因の究明】
・ 技術的な面で支援をしてくれる人は

いなかった。新町社長（注：2004～2006
年）の時に、安全面での指導で柳田先
生、畑村先生他、５人の先生を選んだ。

【支援全般】
・ 一家の長を失くすことの大変さは大き

い。
・ 被害者はまず経済的安定が必要であ

る。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

【周囲の人の対応、態度】
・ 夫が残した仕事が多かった。イベント

の前であったこともあって、現場にも
判断を求める電話がかかってきた。

・ 地域の人がいろいろしてくれているの
は感じた。関係者も、さまざまな準備・
手配は大変だったと思う。

・ 上野村、地元の人の対応もありがたか
った。

【周囲の人の対応、態度】
・ 事故直後に、いろいろな宗教関係者が

入りこんでくる。被害者への支援がす
ぐに機能できるのかが重要。

・ 自宅には両親がしばらく一緒にいた。
会社の出張中なので、日常のことは会
社が手配してくれた。

・ 母が帰って一人となったが、自分では
結構大丈夫だと思っていた。自分で困
ったら、何をして立ち直るか考えるタ
イプである。

・ 周囲の好奇心をどう排除するかが大変
である。心ない声がひどかった。

【被害者団体・被害者支援団体等からの支
援】
・ 8･12連絡会が出来た。大阪にも広げた

いと言うことで趣旨説明があった。で
も、被害者はそれぞれ、考えがばらば
らであった。亡くした人も年齢、職業
も違う。大変だった。

・ 8･12連絡会には入らなかったが、母が
8･12連絡会に熱心だった。

・ 周囲で誰一人アドバイスをしてくれな
かったので、遺族たちは、8･12連絡会
でやるしかないということになった。

・ 8･12 連絡会は JAL と対峙という姿勢
と思い参加しない人もいたのだと思
う。

・ 自分から電話をかけて弁護士等に会い
に行った。その時は形にならなかった
が、連絡会からも連絡をもらった。

・ 友人・近所の人は同じ気持ちで話せな
い。同じ気持ちで話せる人ができて、
精神的には落ち着いた。

2005 年頃にアドバイザリーグループ
ができ、まず遺族の意見を聞くことを
提言した。)

・ 墜落の原因は隔壁ではないと思ってい
る。JALのせいなのか疑問である。そ
れによって JAL に対する見方も変わ
る。

【事故残骸の処理】
・ 連絡会は、東京、大阪で活動していた。

大阪の連絡会に 10 年間通った。年に
10 回で、20 名程度が参加し、残骸の
協議等を行った。

【慰霊・現場訪問の支援】
・ 遺品については、全てのものが愛おし

いという遺族もいる。一部の遺品を御
巣高山に埋設して、そこに鐘を作った。

・ 時間が経って、個人ではなく会社の組
織が起こしたことという認識になって
いった。慰霊の園の理事の話はそうい
う心境だったので、引き受けた。理事
になれば組織にもものが言える。

・ （慰霊の園設立に関与した）上野村の
黒澤前村長は、人格者だった。広く大
きくものを考える。継続していくには
財団ということになり、理事就任は
JALの被害者相談室から話があった。

・ 慰霊登山の際、タクシーをチャーター
していくが、時間制限がある。墓標の
前に１時間しか居られない。そうした
声で、道路が整備された。大阪から車
で行く人もいる。そうすれば時間に制
限がない。4月29日に開山するが、Ｇ
Ｗ、8･12の慰霊祭、12/14閉山まで、

・ 日本の遺族は特別に扱われるが、特別
に放り出されている気がする。

【被害者支援の仕組みについて】
・ 今回の検討で、「総合的支援」といって

いるが漠然としている。
・ 一つの事故から状況が大きく広がって

いく。支援を広く捉える必要がある。
事故調の調査が終わっておしまいには
してほしくない。ソフト的な支援が重
要。

・ 行政、警察、事業者とは全く別のもの
で遺族の方を向いている機関がほし
い。それに対してわからない形で事業
者が負担するのは良い。

・ イギリス人で日本の事故対応について
調べている人がいて、伝え方が簡単で
雑然としていることにびっくりしてい
た。ほかの事にとらわれず、まず被害
者の支援を考えるというのが大事。

・ 即時の対応にはマニュアルがいる。継
続的には大きな受け皿を用意すること
が必要。25年経っても外には見えない
が、不安がある。本人の年齢変化もあ
る。他の事故の人が後からついてくる。
経験したことをまとめていったほうが
良い。誰か心配してくれている機関が
あることが重要。

・ 理想を言えば、平和な日々でも交通事
故、育児ノイローゼ等、困り事は転が
っている。そういう時に相談できる先
がない。金銭、精神、身体、家族のこ
と、悩みがばらばらだと相談先がない。
行政では融通がきかないところもある
ので、行政とも違う相談先がほしい。
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・ 連絡会は心のケアでもあったし、訴訟
の関係でも動いてもらった。絶対必要
だと思う。

【遺品返還】
・ 遺品の扱いは難しい。処分するかどう

か等もめている。事故原因究明につな
がるものもある。

【補償交渉の支援】
・ 8･12 連絡会で賠償交渉団ができたの

でそちらにつき、第 1 回は逸失利益、
第 2 回は慰謝料について話し合った。
東京弁護士会館で交渉が行なわれ、補
償が自動車事故並みとはどういうこと
かと質問した。

・ 正当な賠償を求める会が出来、50人ぐ
らいがまとまって参加した。個別に世
話役と交渉した人もいた。

・ 情報交換を 8･12 連絡会の集会などで
した。弁護士が会報で回答した。

・ 交渉団で慰謝料は合意したが、逸失利
益は個別の交渉となった。

・ 連絡会では大阪の遺族への勧誘も実施
していた。弁護士の人たちはがんばっ
てくれた。これらの弁護士は東京の方
で探したようである。

・ 補償は実家の母に任せて、関知しなか
った。

・ 補償金は最低だった。情報がわかって
いれば力になった。航空奨学金は活用
した。

・ 補償では、ご主人が亡くなり、子ども
が残った家庭には育英資金が出た。素
人なので専門の人とは対話できない。

年３回は車で行く。
・ 墓標についても遺族によっていろいろ

な考えがある。でも、墓標が朽ち果て
ないことは行かない人にとっても重要
であると思う。

・ 事故の記憶を残したいかは、死生観に
もよる。人によって思うところが違う。
永遠に許せない人もいる。

【遺品返還】
・ 遺品は全て手元に戻った。子供が整理

するまでは置いておいた。20歳過ぎに
使えるものは使えと言って残りを処分
した。

・ 窓口から手続きまで時間がかかるのも
困る。窓口で何か応急の対策ができる
権限があると良い。

・ 遺族対応の担当者は人柄が重要。シン
パシーのある人がよい。カウンセラー
等も活用すべき。
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世話役は弁護士を用意してはと言う。
会社でも保険会社から派遣すると言っ
ているが、なあなあになると思って断
った。

・ 命をお金で捉える抵抗感もある。一銭
も要らないと思ったが、兄からのアド
バイスで補償に応じることになった。
一番気持ちが高まっている時期で、遺
族にとって一番つらい時期である。逸
失利益、ホフマン等の聞いたこと無い
用語がたくさんあり、それが報道にも
よく出てきた。周りの関心もそっちに
行ってしまう。

・ 補償の支援は連絡会の弁護士だった。
急いでいる人は自分でやった人もい
る。

・ 補償金にも遺族の不満が多かった。一
時金を支払うかどうかなど一律ではな
かった。足下を見て対応している感じ
だった。
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１-２ 中華航空１４０便墜落事故遺族ヒアリング
実施日、実施場所：１０／２４、３／２３（愛知）、３／１９（東京）
対象者、聴取方法：
・中華航空 140便墜落事故の６つの遺族会代表者のうち５名に対するグループインタビュー（10/24、愛知）
・事故遺族（７名）に対するグループインタビュー（3/23、愛知）
・事故遺族（１名）に対する個別インタビュー（3/19、東京）
※整理表中の斜字は中華航空機事故訴訟弁護団意見書内容からの要約（10/24ヒアリング時に参加者に提示）。

（１）情報入手について

分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【情報入手全般】
・ 中華航空機事故当時、中華航空は記者

会見をし、テレビでは記者会見の模様
が流された。その一方で、控え室に集
められていた遺族には情報提供を行わ
なかった。

【搭乗者情報】
・ 乗客名簿は即時開示してよいのか。実

際はトラブルの原因であるが、迅速な
情報提供に役立ったという面もある。

【情報入手全般】
・ 空港の責任者が情報をとりまとめて提

供するような体制を整えるべきであ
る。

行政 【情報入手全般】
・ 遺族に対する連絡が無かった。役人か

ら連絡を受けたのは、遺体が最後まで
残った人だけではないか。

【行政等の各種支援に関する情報】
・ 労災認定が却下された際、当事者には

電話一本で「却下」と伝えられただけ
であったが、次の日の新聞ではその詳
細が大々的に報道され、新聞で自身の
労災認定却下の詳細について知った。
当事者がなぜ最後に情報を知ることに
なるのか。

【事故原因究明に関する情報】
・ 事故調査委員会には、遺族のための事

故調査に関する問い合わせ窓口がなか
った。遺族が期待している調査をして
いないために、遺族に説明する場を設
けても、遺族の疑問に答えることはで
きなかった。

・ 事故調査委員会に関しては遺族に事前
説明を行うことは暗黙了解となってい
るが、形だけの説明という印象が強い。
納得してもらうための説明では決して
ない。

【情報入手全般】
・ 事故直後における負傷者関係者（家族

等）への状況報告の体制を整備してほ
しい。

・ 一番情報提供を必要としているのは、
世間ではなく遺族ではないか。行政は
世間に対する説明責任をなぜ最優先さ
せるのか。

・ 行政内の情報が発表の事前に流れるな
ど、マスコミを使う行政の姿勢がよく
ない。行政独自で情報提供をするべき
である。

・ 様々な情報が公開されていないにもか
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

【裁判に関する情報】
・ 不起訴となった際、遺族に対する資料

とマスコミに対する資料のボリューム
が違った。遺族に対しては紙 1枚しか
なく、マスコミには数枚の資料が配ら
れた。

かわらず、新聞情報で公開されている
ことも多い。情報が提供されることは
よいが、本来出すべき情報でないもの
が出ていることに対しての疑問があ
る。

・ 連絡も遺族会のみに来るが、本来はみ
んなが聞けるような通知の仕方、体制
構築を考えるべきである。インターネ
ットでの公表というのがあるが、遺族
の全てがインターネットを使えるわけ
ではない。

・ 国交省と総務省など、省を越えた情報
は出さない傾向にあるが、双方から情
報を出して欲しい。かばい合っている
印象がある。

【事故原因究明に関する情報】
・ 事故調査委員会においても、遺族の疑

問に答える等の遺族支援をする姿勢で
取り組んでいただく必要がある。事故
調査委員会が設置されない事故の場合
にも、関係機関は遺族の疑問に応える
という姿勢で取り組んで欲しい。

・ 今回の漏洩事件は事故調査委員会が悪
いが、これを機会に情報が出てこなく
なるのが心配である。

・ 自治体レベルでも事故調査委員会が設
置されるケースが多くなっているが、
調査結果を遺族に回答するというスタ
ンスで進めて欲しい。委員会の目的で
明確にすることが必要。

警察・消
防

【情報入手全般】
・ 事故のニュースを見て警察に行った

が、空港会社にいくように言われた。

【情報入手全般】
・ 死体検案書と死因が違うという話が出

て、遺族会として確認した。死んだと
きの状況を知りたいという気持ちは、

【情報入手全般】
・ 出発ロビーと到着ロビーとを行き来し

た。警察ですら事故直後は何も把握し
ていなかった。
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

皆にあるのではないか。

マスコミ 【情報入手全般】
・ マスコミに対する印象は怖いの一言で

あったが、一方で情報源はマスコミに
よる報道しかなかった。

【情報入手全般】
・ マスコミが日航機事故の時の時系列の

情報を渡してくれた。遺族会として次
に何をしなければいけないかを考える
のに、とても参考になった。

・ 個人の被害者がまとまるのにも、マス
コミの力を借りたのだと思う。

【情報入手全般】
・ 加害者等の関係者からの情報提供が全

てとは限らないので、マスコミが取材
して情報収集することも一定の意味が
ある。そういう意味では、現場からマ
スコミを完全に締め出してしまうこと
には反対である。

病院 【安否情報・収容先の情報】
・ 小牧の市民病院が事故対応のために、

院長の判断で、事故発生直後に軽症者
の入院患者を退院させた。また、入院
患者に対してナンバーをつけて、性
別・身長・症状を書いて、ロビーに貼
り出した。他の病院ではそのような対
応はなされなかった。

・ 知り合いで即死ではなく入院された方
がいたが、家族に連絡がいっていなか
ったと聞いている。

その他 【情報入手全般】
・ 事故当時は事故に関する情報がなかっ

た。
・ 事故当日は迎えに行っていたので空港

にいた。ドーンという音を聞いたが、
状況はまずテレビで知った。場内アナ
ウンスもなく、テレビで燃えている様
子が写っているだけだった。右往左往
するだけで、どこに行って良いか判ら
なかった。情報提供が遅かったと思う。

・ 安否はすぐには分からなかった。（自分
の家族の場合は）1時間後に死亡確認の
テロップが出た。

・ 被害者の名前を出すのはどうか。殺人

【情報入手全般】
・ 遺族会は時間を経過すると便利屋にな

ってくる。当初は行政に物申す機関で
あった。加害者にしても、遺族会を通
すことで、直接被害者にものをいわな
くてもよくなる。遺族会の代表者に説
明したことで、被害者に説明したもの
とし、行政・加害者は安心する。実際
の被害者については忘れられてしま
う。

【情報入手全般】
・ 情報提供の方法としては、最新の情報

を迅速に公表し、若干の間違いがあれ
ばその都度修正するとすればよい。た
とえ情報に誤りがあったとしても、正
当な理由があれば修正すること自体は
問題ない。また、遺族に対する事故の
説明責任が誰にあるのかを明確にして
欲しい。

・ 個人情報の関係で、遺族同士がつなが
りにくい。遺族同士がつながりやすく
するために公共の組織でそうした情報
が得られるとよい。

・ 事故直後の遺族会立ち上げについて、
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事件でも被害者の顔しか出ないのはお
かしい。

・ 今後のスケジュールについて知らせて
欲しかった。

・ 事故発生をテレビで知り、直後は空港
に向かったが、旅行会社から連絡があ
り、小牧ロイヤルホテルに行くように
指示があった。ホテルでは他にも関係
者が待機しており、深夜になって観光
バスで空港まで移動した。その間も情
報源はテレビのみであった。空港到着
後も空港内の移動を繰り返すのみで、
関係者からは何の説明もなかった。

参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 遺族が事故にあった事を知った経緯

（マスコミ 58％、家族や知り合い
33％）で、会社、空港からは数％

・ 中華航空からの情報が少ない（86％）、
対応の仕方に腹が立った（73％）。

・ 空港からの説明が無い（74％）、空港ロ
ビーで待っているとき何の情報も得ら
れなかった。

・ 空港にいたが暫く何の対応も無く、や
がて出発ロビーが開放されたが、落ち
着けなかった。

・ 待合室で事故翌日の夕方までの間、一
度も中華航空からの説明もお詫びもな
かった。

・ 事故現場に早く行きたかった。

【身元確認】
・ 身元確認の方法が遺族には伝わってい

なかった。具体的な形でアナウンスす
ることが必要である。

・ FAX が設置されるまでに FAX の番号

発起人がマスコミ等から関係者の住所
を入手したと聞いている。当初、案内
を受け取った際には、勝手に住所が知
られていることもあり懐疑的であった
が、結果的に早期に遺族会が発足した
ことは大変良かった。

・ 長中期的に個人一人では情報収集に限
りがあり、遺族会の存在は情報収集の
観点からも重要である。
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が３回も変わっている。FAX は、設置
当初から歯医者のカルテの送付、持ち
物などについて遺族が確認する目的で
設置されたはずである。しかし、こう
した情報については、遺族に提供され
なかった。

（２）心身面について

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者

行政 【関係者の対応、態度】
・ 運輸省から「この組織は遺族のために

ある組織ではない」と言われてショッ
クだった。事故調からも「調査は再発
防止のためで遺族のためではない」と
言われた。

警察・消
防

【遺体取扱】
・ 家族の遺体がモノのように扱われてお

りすごく悲しい気持ちになった。

マスコミ 【マスコミの対応、態度】
・ 訪問、電話での取材が執拗だった。
・ 立ち入れないはずの場所に入ってき

た。
・ 遺族が遺体を保存している格納庫前に

行けない状況であるのに、マスコミは
既に格納庫前に陣取って写真撮影等を
していた。

・ 事故後家族の安否が分からない状況の
なかで、記者に「ご遺族ですか」と聞
かれて、大変ショックであった。

病院
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その他 【身元確認の方法】
参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 遺体の損傷がとてもひどかった

（29％）、かなりひどかった（14％）
・ 火災による損傷が激しかった。
・ 確認のため多数の遺体をみてショック

を受けた。地獄絵図であった。
・ 家族の遺体を見て悲しかった、悔しか

った、信じられなかった。
・ ショックが大きくて状況の記憶がな

い。

【精神面での支援全般】
・ 心のケアよりも遺族同士のコミュニケ

ーションが一番のケアになったのでは
ないか。

・ 事故のことを聞かれるのが嫌で自分の
殻に閉じこもり人と接しないように行
動してしまう時期もあった。

【精神状況・精神的症状】
・ 事故にあった弟家族の子供が、電気を

消して眠れない状態が続いた。後から
先生にカウンセリングが必要な状態だ
と言われたが、それまで全く気が回ら
なく、気付かなかった。

・ （自分と家族のトラウマを打ち消すた
めに）事故の一年後に、あえて飛行機
で家族で旅行に行った。自分でも飛行
機に乗るのは嫌だった。

・ 新聞に事故原因が出る→報道からイン
タビューが来る→聞いてショックを受
けるの連続だった。リークは止めてほ
しいとお願いした。

・ （団体旅行を企画した側の遺族であ
り、他の遺族を世話する立場として）
遺族の初期の精神的なものを早く解決
してあげたかった。特に亡くなったの
が子供の場合は、何をしても折り合い
が付かない。

参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 家族の会話が少なくなった（16％）、家

族の諍いが多くなった（10％）
・ 子どもが耐えているのを見るのがつら

かった（17％）、子どもに問題行動が出
た（8％）

・ 事故遺族は一般死別者群より強い悲嘆

【精神面での支援全般】
・ 被害者にとって、精神科医は敷居が高

い。現在、長野県に住んでいるが、い
なかでも心のケアを実現できるのか疑
問である。支援センターのような施設
を県に１つ設置されても、行きづらい
場合も多い。

・ 悲しみを吐き出すのは、多くが深夜で
ある。支援センターは営業時間も決ま
っている。それでも、もしダメになり
そうな時に行く場所があるという意味
では、心の助けになる。無いよりはあ
った方がよい。あると思うだけでがん
ばれる。

・ 家族同士や友人同士では限られた範囲
での相談となり、不安な域を出ない場
合も多い。カウンセラー等の第 3 者か
らのアドバイスがあると、もっと不安
が解消できただろう。

【精神状況・精神的症状】
参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 悲嘆を高める危険因子として、

－突然の死、遺体の多数目撃、事故の回
避可能性等があったこと。

－中華航空、エアバスの不誠実な態度
裁判の長期化
－社会的サポート関係の喪失・縮小（家
族関係の変化や会社関係のつながり
の喪失等）

【支援全般】
・ 国内で発生した事故ではあるが、海外

のエアラインが加害者であり、それゆ
えのストレスが大きかった。国籍や事
故が起きた場所にかかわらず、被害者
は同等な支援を受けられるようにす
べきである。

・ 公共交通事故の場合、被害者が全国に
広がっているので、対応が難しいので
はないか。

・ 遺族会で、事故から半年経って久々に
しゃぺったというおばあちゃんとそ
の子供がいた。こういう人は誰もその
気持ちに気付かない。プロに繋ぐこと
が必要。
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を感じ、それが持続している。
・ 健康面でも80％が何らかの具体的な変

化があったと回答し、過半数の人が複
数の変化を被っている。

・ GHQ 調査による精神面での健康度に
も大きな影響が出ている。

・ IES 調査の結果でも、事故の心理的影
響が強く継続している。

・ 世界観の崩壊、充実感の乏しさが回答
されている。）

【周囲の人の対応、態度】
・ 世間の人は遺族に対して、すぐに補償

とか保険等の話をしてくる。

【遺族同士の支援】
・ 事故後、同じ境遇の人々で話すことで、

解決するわけではないが、気持ちが落
ち着いてくることもある。逆に一人の
人は鬱病になってしまうケースも多
い。自分の想いを人に聞いてもらうこ
と、それも同じ境遇の人々のなかで共
感することが重要である。
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（３）その他の各種サポートについて

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【関係者の対応、態度】
・ 中華航空は、事故当時、専属で遺族を

サポートする社員はいなかった。遺族
会が設立されてからは、遺族会に対す
る窓口ができ、窓口担当の社員は現在
いる。しかし、遺族会が設立される前
は遺族にケアをする社員はいなかっ
た。

・ 事故当時、中華航空の臨時職員を含め
た職員数は日本全国で94名、名古屋で
19名で、中華航空の職員が遺族に個別
対応することは不可能だった。中華航
空は形式的に意見を受け付けたが、意
見への対応は何もなされなかった。遺
族に対する情報提供は一方的な書類送
付や訪問で済まされた。解決について
は「条約があるので裁判を通じて行っ
てください」、という対応がなされるの
みであった。

・ 葬儀後に見舞金を渡された遺族もあっ
たが、全ての遺族ではなかった。

参考）弁護団意見書(1998.10.26)
i)中華航空
・ すぐに賠償金の提示をしたことに腹が

立った。
・ 対応が不誠実（81％）、対応がつめたい

（54％）
・ 本当のことを公表していない（56％）
・ 同じような事故を起こして腹立たし

い。
ii)エアバス社
・ 対応が不誠実（83％）、対応がつめたい

（69％）

【関係者の対応、態度】
・ 現在は中華航空の職員が自ら慰霊碑周

辺の草取り作業に参加している。今で
も担当の方が係わってくれることで気
持ちが和らぐ。

・ 事故直後の窓口は2～3名以上はいた。
一定期間が経過した後、1 名の体制と
なり、現在に至る。

・ 資金的な援助として事故後遺族会の活
動のための原資は出したが、その後の
援助は花代だけであった。（※現在も慰
霊式の花代は継続。）

【関係者の対応、態度】
参考）弁護団意見書(1998.10.26)
i)中華航空
・ 事故の責任を明確にして欲しい（89％）
・ 再発しないように組織全体を見直して

欲しい（86％）
・ 遺族に正式に謝罪して欲しい（75％）
・ 遺族の生活に支障がないよう十分な額

を補償して欲しい（75％）
・ 裁判を早期終結して欲しい。
・ 台湾での事故との補償額の差が有りす

ぎる。
ii)エアバス社
・ 事故の原因を明確にして欲しい

（89％）、事故の責任を明確にして欲し
い（88％）

・ 再発しないように組織全体を見直して
欲しい（79％）

・ 遺族に正式に謝罪して欲しい（64％）
・ 遺族の生活に支障がないよう十分な額

を補償して欲しい（63％）
・ 製造メーカーとして逃げ隠れせず対応

して欲しい。
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・ 本当のことを公表していない（62％）
・ エアバス社は遺族の方に向いてもらい

たい。
・ これまで一切遺族への挨拶がない。

行政 【遺体取扱・荼毘】
・ 警察は豊山町に部分遺体の処理を依

頼した。豊山町は全員の身元が判明し
ているので、部分遺体は存在しないと
主張し、警察に部分遺体を突き返し
た。警察は突き返された部分遺体を汚
物処理という形で処理した。これら部
分遺体の処理の経緯については、遺族
は処理後に知らされた。行政の対応に
は、遺族のことを考える視点が欠けて
いる。

【行政の各種支援】
・ 世帯主死亡の場合の行政手続きが煩雑

である。
・ 保険に関する支払は通常死亡診断書な

どが必要だが、通達で新聞記事に被害
者名が記載されていることで良いとし
てくれた。

・ 国際線の着陸前の事故であったので、
本来ならば国外事故の扱いであるの
に、通達で国内扱いとしてくれたこと
もよかった。

・ 補償等で大きなお金が動くことで、犯
罪が起きやすくなるのも現状である。
行政など何らかの組織が、信頼のおけ
る窓口を開設してほしい。

【事故残骸の処理】
・ 行政は、機体処理は中華航空がするも

のだと言い、中華航空は保険金をもら
ったので保険会社がすべきだという。
そこに遺族は全く関与できない。

【事故原因の究明】
・ 事件性がなければ詳細な調査をしな

い。事故調査報告書では乗客の死亡原
因が検証されていない（記載されてい
ない）

・ 事故調査でも刑事捜査でも、どの席で
どうやって亡くなったかという検証は
なされていない。事故被害者の遺体は
生きた標本であり、次の安全にもつな
がるにもかかわらず、そのような対応
は一切なされていない。

参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 事故原因はパイロットの操縦ミス

（99％）、中華航空の体質（93％）、エ
アバス社の設計ミス（79％）、パイロッ
トの飲酒（54％）、空港の消防設備
（52％）

・ いつまでも事故の原因がわからないで
いらいらした（66％）、事故調査委員会
の最終報告が出ても疑問が多くすっき
りしない（67％）

・ 政府や自治体は事故原因の究明を徹底
して欲しい（71％）

【支援全般】
・ 大規模事故でなくとも同等の支援をす

べき。

【再発防止】
・ 法的な制約はあると思われるが、一般

の事故と同様に基本的に加害者を罰す
る仕組みとすべき。加害者を罰するこ
とができないのであれば、その理由を
明らかにしなければならない。事故調
査書が裁判で使えるか等、法制度につ
いても今後何らかの整合性を取る必要
がある。

・ 航空会社の社長が逮捕されないのは疑
問である。警察も法律が悪いと言って
いる。

・ 初期対応が遅かったことは否めない。
実際に、1時間で16名しか救急車で運
ばれなかった。これら初期対応につい
ては本当に適切だったのかは問われて
いない。

・ 市街地では医療関係で迅速な対応を行
うためには交通規制が重要である。３
市 1 町にまたがり、病院もあるにもか
かわらず、渋滞がひどく適切な対応が
取れなかった部分もある。

【関係者の対応、態度】
参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 航空会社の安全指導をしっかりしてほ

しい（88％）、空港の消防施設を充実し
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て欲しい（76％）、事故調査委員会の結
論をもっと早く出して欲しい（46％）

・ 事故の遺族に対して補助金や育英基金
などの助成をして欲しい（43％）

・ 政府や自治体が主体となって合同慰霊
祭をやって欲しい（25％）

・ 重大な過失があった航空会社は乗り入
れ禁止にして欲しい。

・ 市レベルでの窓口の対応が悪い。

警察・消
防

【関係者の対応、態度】
・ 死体検案書は、事件性がないため書類

を作成することのみが仕事となって
おり、誤った書類が作成された。１つ
の書類に色々な人が分業で記入して
いる状況である。書類作成のマニュア
ルが必要である。

・ 死体検案書についてはただ渡された
だけで、何の説明もなかった。

・ どれだけ遺族が求めても、埋葬後は情
報を得ることができない。その最後の
書類（死体検案書）が間違っていいわ
けがない。

・ 乗務員の血液検査について、一部の乗
務員からアルコールが検出されたが、
血液採取の方法が採取された病院に
より異なり、事実がよくわからない。

マスコミ 【マスコミの対応、態度】
・ 遺体確認をする際に一番邪魔になっ

たのがマスコミの階段に這わしたケ
ーブルである。マスコミのカメラに対
して、遺族がさらされているという感
覚があった。遺族は我慢をして行動し
ていたことと思う。

・ 空港の待合室に行くにもマスコミの
間を掻き分けるしかない。控え室から
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1 歩出るとマスコミがいた。マスコミ
の取材に対する規制が必要である。例
えば、格納庫に行く通路については、
マスコミは進入禁止とするなどの対
応ができたはずである。混乱していた
ので我慢しているだけであったが、本
来はおかしいことではないか。

病院 【関係者の対応、態度】
・ 医者は亡くなった人に対しては関心

がない。病院によって対応が異なる。
きちんと対応するところもあれば、対
応しないところもあった。

・ 小牧の市民病院は玄関ロビーでマス
コミの進入を制限した。１つ１つの行
為は簡単なことであり、適切な指示を
する人がいれば、適切な事故対応も可
能ということである。

その他 【待機場所の居住環境整備】
・ 空港内での事故であり、事故の中では

条件がよかったように思う。にもかか
わらず、空港内では遺族のための食料
等が不足した。

【支援全般】
・ 事故後すぐに詐欺に遭った。同様に騙

された人も多い。
・ 両親が亡くなり残された子供に事故に

よる多額の保険金が入り、騙されてし
まった。事故後の孤児対策などが全く
されておらず、必要であった。当時は
遺族が相談できる相手もいなかった。

・ 両親と共に農業に従事していなかった
弟は、後継問題で大変であったと聞い
た。

・ グループ旅行を企画した立場だった人
が、参加者の遺体を探しに行ったり、
葬式に列席したりした。他のグループ
もそういう立場の人がいて、その人達
は大変だったのではないか。

参考）弁護団意見書(1998.10.26)

【被害者団体・被害者支援団体等からの支
援】
・ 事故後、一定の歳月が経過し、ある時

期から遺族会が遺族への橋渡し的な立
場となった。

・ 中華の場合は特殊な条件がそろった。
海外の企業相手だったので団体でしか
裁判できなかった。中華航空が和解の
道を取らなかったので裁判しか方法が
なかった。個々の遺族には、団体で動
いているがゆえの不満も生じた。

【慰霊・現場訪問の支援】
・ 今後の問題としては、遺族活動の継承、

慰霊施設の不動産管理の問題がある。
・ 維持管理については、中華航空からの

支援金を食いつぶす形である。
・ 慰霊施設の維持管理については、遺族

【支援全般】
・ 国際条約による制約があったため、遺

族は支援を受けるのに大変苦労した。
国際法のなかで一定の適切な取り決め
がなければ、基本的な遺族支援にはな
らない。

・ 全ての支援は遺族目線で行うべきであ
る。

・ 世帯主が死亡し収入が途絶えてしまっ
た遺族については、事故直後から保険
金等が入るまで等、一時的に生活面で
の経済的支援を行う仕組みがあるとよ
い。当時は行政に貸付を依頼したが、
利息等も発生した。その点、自動車事
故の遺児家庭については、手厚く擁護
される仕組みがある。

・ 家族が事故に遭遇した結果、収入を得
るために急遽働きに出なければならな
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ 世帯の収入が減った（50％）、家計が苦
しくなった（27％）、仕事を辞めた
（16％）。

・ 収入がないのでこの先不安。
・ （仕事を継いだら）取引先の態度が変

わった
・ 事故直後から１ヶ月の期間、悩みを聞

いてくれたり、身辺を手伝ってくれる
人がいると答えた人は４～８割程度で
あった。これは一般死別群よりあきら
かに低い。

【遺品返還】
・ 遺留品のうち現金について遺族会で引

き取るのは、遺族全員の印鑑・同意書
（外国の方も含めて）が必要といわれ
た。遺失物法で、半年経過後、国庫、
この場合は愛知県警に入る決まりであ
った。

・ それ以外の品についても愛知県警に預
かりとなり、その後遺族会に戻ってき
た。引き取らないと焼却処分になると
言われた。

・ 現金、貴金属は遺族に返還されなかっ
た。遺族会への寄付を申し出たが拒否
されて、慰霊施設への援助金申請とい
う形でやっと現金は戻ってきた。

【葬式の支援】
参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 立派な葬儀が行えた（53％）、近隣で葬

儀が集中し気苦労が多かった（11％）、
葬儀がきちんとできず残念だった
（10％）、葬儀費用の工面が大変だった
（5％）

会が中心となってやっているのでそれ
ほど費用はかからないが、一番若い遺
族でもあと 20～30 年しかみられない
ので心配である。

参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ 合同慰霊式は心の支えになった

（31％）、合同慰霊式に行くとつらくな
る（52％）

・ 慰霊碑ができて良かった（69％）

【裁判の支援】
参考）弁護団意見書(1998.10.26)
・ すっかり弁護団にお任せしている

（82％）賠償請求の提訴をしてほっと
している（29％）

・ 長期化するのではないかと不安
（70％）、結局真相はわからないのでは
ないか（54％）、傍聴していても訳がわ
からずむなしい（27％）

いケースも多い。特に、幼い子供がい
る世帯では、子供の保育体制や金銭面
について行政の支援が必要である。

【被害者支援の仕組みについて】
・ 加害者の代わりに支援を行う組織が必

要であり、それらの支援を行う主体（例
えば、消防、事故調）の役割を明確に
しておく必要がある。

・ 事故の場合は病気と違って、何の事前
準備も出来ない。心のケアのみならず、
事後手続きのフォローができる人がい
るととても有難い。常勤でそうした役
割を担える人を雇うのは難しいと思う
が、事故が起きた際には派遣できるシ
ステムにできないだろうか。

・ 交通事故被害者向けのパンフレット等
はあるはずだが、中華航空機事故の時
はなかった。例えば、大規模事故の際
のパンフレットはすぐに作れるのでは
ないか。

・ 緊急時の対応が、完全にできないこと
は理解できるが、マニュアルだけでも
作っておくことが必要。

・ 縦割り行政の弊害があったのではない
か。できる人ができる限りのことをす
る必要がある。

【再発防止】
・ 中華航空の事故は、国交省の国内航空

事故の統計にも入ってこない。国交省
には海外企業の活動をしっかり把握し
てほしい。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ マスコミの取材が無神経だった。
・ 始まる寸前まで中華の花も社員も来な

かった。
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１-３ 信楽高原鐵道衝突事故遺族ヒアリング
実施日、実施場所：１０／１７（大阪）
対象者、聴取方法：信楽列車事故遺族会の紹介による、事故遺族（１２名）に対するグループインタビュー（TASK、弁護士同席）

（１）情報入手について
分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【被害者家族への第一報】

・ ＴＶで事故を知り、JR に電話をした
が、かからなかった。

【情報入手全般】

・ お客様相談室で「何かあったら来てく
ださい」と言われたが、そもそも何を
してほしいかわからない。遺族はそう
いう精神状況にない。

【裁判に関する情報】

・ 被害者・遺族に対して、事業者側から
控訴を取り下げる旨の連絡がなかっ
た。

【事業者の会見・謝罪に関する情報】

・ 謝罪会見の知らせが被害者・遺族全て
に行き届いておらず新聞で初めて知っ
た。

・ 会見に出向けない被害者・遺族に対し
て文面による謝罪をするよう要求。よ
うやく謝罪の文面を受取った。

【情報入手全般】

・ 加害者である JR の方から積極的に対
応に出るよう、行政側から要求してほ
しい。

行政 【情報入手全般】

・ 遺族からしつこく要求しないと JR は
行動に出てくれなかった。加害者であ
る JR の方から積極的に対応に出るよ
う、行政側から要求してほしい。

警察・消防 【被害者家族への第一報】

・ 父親のポケットに名刺があり、滋賀県
警から３時頃に連絡があった。

【救出状況の情報】

・ 救出の際、なぜシーツをかけて目隠し
したのか。（見届けたかった）

・ 被害者が亡くなった時、救出された時
の様子について消防も誰も何も話して
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

くれなかった。

・ 死亡診断書の医師に両親がどのように
亡くなったのか教えてもらいに行っ
た。

・ 娘がどのように助け出されて、どのよ
うに医師に診てもらったのかというこ
とが、遺族にとってはとても重要。

マスコミ 【安否情報・収容先の情報】

・ 家族の安否確認をしたくて、情報が早
いマスコミに問い合わせた。

病院 【安否情報・収容先の情報】

・ 病院をあちこち探し回ったが、どこの
病院でも入院している人の名簿しかな
く、看護師に聞いて回っても「体育館
（当時、遺体安置所になっていた）に
行って待ってください」と言われ、体
育館でじっと待つしかなかった。

・ 友人が服装をもとに娘の収容された病
院を突き止めてくれた。

・ 病院で聞き回っても、「個人情報保護法
があるからお宅の家族がここにいるか
どうかは答えられない」と言われた。
個人情報保護を間違った解釈をしてい
る病院が少なくなかった。

その他 【情報入手全般】

・ 被害者・遺族自身が必死に探さない限
り何も情報が得られなかった。

・ 関係者に聞いても何も教えてくれなか
った。

【被害者家族への第一報】

【情報入手全般】

・ どこを捜せば情報が得られるのか教え
てもらえる場所があるとよい。

【身元確認】【安否情報・収容先の情報】

・ 亡くなった方の性別・服装などの情報
を大きく張り出すなど、情報を集約す
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ ニュースで事故を知り、あわててうち
に帰ったら会社から連絡があったが、
消息がわからなかった。

【留守家族への連絡・情報提供】

・ 遺体安置所に電話が置かれていたがマ
スコミ専用と言われ、被害者・遺族は
（使いたかったのに）使用できなかっ
た。

る仕組みがあるとよい。（事故現場、病
院、遺体安置所など）

（２）心身面について

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【関係者の対応、態度】
・ お客様相談室の人の言葉「何かあった

ら来てください」が上から目線だった。
・ 信楽側の弁護士と電車で隣り合わせに

なったが挨拶もなかった。「遺族の顔も
覚えてないのか」「無視された」と悔し
かった。

・ 合同慰霊祭に JR の社長がこそこそと
入ってきた。信楽鉄道の杉森社長は「悪
かった」と言って、みんなを回った。

・ 杉森社長の葬式には行った。

【事業者に対する思い】
・ 家族を奪った JR を利用しないとどこ

にも行けない。悔しいけど仕方ない（か
ら乗る）。

・ 事故から２年５ヵ月後に裁判を開始
し、１４年目の１２月に裁判が終わっ
て、JR側は控訴を取り下げることにし
た。しかし、その際に JR からは何の
謝罪もなかった。遺族が抗議文を出し
て、３月にようやく JR は謝罪の場を
設けた。

・ JR が責任を認めないことが遺族にと
っては一番腹がたった。

・ 「控訴しない」というよりは「控訴断
念」。本当の謝罪がないのがしこりとな
っている。

・ JR社長（当時）は「謝罪は悪いことを
した時にするもの」として謝罪をしな
かった。後の謝罪の時にも「謝罪をし
てやる」という姿勢で腹が立った。

・ また事故を起こすと思っていたら、福

【事業者に対する思い】
・ 正直に、本心から謝罪してほしい。

【精神状況・精神的症状】
・ 遺族が何を言っても「なるようにしか

ならない」。（あきらめの気持ち）
・ 信楽には「行きたくても行けない」「行

きたくない」。裁判や会見などが信楽で
開催されると行けないので大阪や京都
でも行ってほしい。

【関係者の対応、態度】、【事故原因の究明
の影響】
・ 遺族にとって一番の心のケアとなるの

は原因が究明されること。この原因究
明において事業者がウソをついたり、
誠意のない対応をしたりしないことが
大前提。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

知山の事故が起きた。遺族はカンカン
になった。

行政 【関係者の対応、態度】
・ 遺体安置所に訪れた運輸省職員はお辞

儀一つしなかった。彼らの態度には「何
しにきたのか」と腹が立った。

警察・消
防

【関係者の対応、態度】
・ 葬儀の後、滋賀県警から12時間も調書

を取られた。（気持ちの整理もできてい
ない辛い時だったのに）変に気を遣っ
た。

・ 滋賀県警は親切な対応だった

マスコミ 【関係者の対応、態度】
・ 安置所にマスコミが殺到してフラッシ

ュを浴びせ、マイクを突きつけられた。
・ 放っておいてほしかった。

【関係者の対応、態度】
・ 頻繁な電話、断っても家に来たり名刺

を置いていったり。
・ 三回忌でもマスコミが殺到した。取材

にルールはないのか。
・ 何日も近所に被害者のこと（人柄など）

を聞いて回っていた。そんなことをす
るくらいならもっと JR 側の追求に尽
力してほしかった。

【関係者の対応、態度】
・ 命日には信楽に行きたいがマスコミが

押しかけて来るのが嫌で嫌で行きたく
ない。

【関係者の対応、態度】
・ 人間としてもう少し考えて（取材・報

道をして）ほしい。

病院

その他 【精神面での支援全般】
・ 心のケアと言われるようになったのは

震災の頃から。当時は何もなかった。
・ 今考えるとそれはおかしいと思う。

【精神状況・精神的症状】
・ うつ病になったり、（遺族会などにも）

参加できなくなったりした。
・ 家族を失ったショックで足が動かなく

なってしまった。
・ 娘は母親に負担をかけまいと強がって

【精神状況・精神的症状】
・ 震災の頃になって、心を痛めて病院通

いした。息子も娘もおかしくなった。
・ 事故直後は気が張っているが、これか

らが大変。
・ 主人が亡くなった原因も事故にあると

思っている。（それまで非常に健康体で
あったが、娘を失ったショックで心身
に影響が出た）

・ 連れあいを亡くした人は、これからが
大変である。

【望ましい被害者支援の仕組みについて】
・ （被害者の立場からみて）NTSB のよ

うな被害者ケアのシステムを日本で実
現するのは難しい。

・ 遺族それぞれの思いを尊重するため
に、被害者・遺族ケアをマニュアル化
してほしくない。

・ まずはシステム化されたケア体制を。
さらに個々人の状況に応じたケアを提
供することが重要。家族の間でも気持
ちはそれぞれ。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

いた。

【関係者の対応、態度】
・ 弁護士は専門外のことでも物凄く勉強

して遺族のためにがんばってくれた。

【周囲の人の対応、態度】
・ 世間の人は遺族が悲しい思いをしてい

ることに気づいてくれず、「JR 相手だ
からお金たくさんもらえていいね」と
心ない言葉。

【身の回りの人からの支援】
・ 家族にさえ話したくないこともある。

【遺族同士の支援】
・ 遺族同士で話せればいいが、それすら

できないこともある。
・ 遺族の仲間と会うと、その間だけは心

が少し休まる。失った家族との関係な
どはそれぞれ異なっても、「大切な人を
失った」という点が共通なため。同じ
立場にならないとわからない。

・ 下の子は強がっていたが、今心理の勉
強を始めている。

・ 遺族が気持ちを吐き出せるような、個
人個人にあったケアが必要。

・ 被害者・遺族支援のシステムを作るな
ら、遺族らの人生の先の先まで考えた
ものにしてほしい。

・ 経験のある医師を心のケアに当たる人
にマッチングするべきである。

・ 関係する人は、自分の家族が被害にあ
ったらどうかという気持ちで接して欲
しい。

【関係者の対応、態度】
・ 心のこもった組織をつくれるかどうか

がポイント。
・ 被害者・遺族と接する人やケアに当た

る人は言葉遣い・対応の仕方に気をつ
けてほしい。言葉に傷つけられる。

（３）その他の各種サポートについて

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【関係者の対応、態度】
・ 初めのうちは JR 職員が 1 人も遺体安

置所に来ていなかった。後で駆けつけ
た JR職員（5～6名）も課長クラスま
でだった（不満）。

・ JRが現場指揮をとっており、消防の立
ち入りも制限していた（ようだ）。消防
がもう少し早く立ち入ることができて
いれば助かった被害者もいた。

【関係者の対応、態度】
・ JR 側の弁護士が事故列車の運転手に

「『何も知らない、忘れた。』と言え」
と耳打ちしていた。

・ 遺族への対応は補償の件ばかり。数回
の訪問後、すぐに補償金額の話になり
腹が立った。

・ 補償の話合いで担当者が 2 名来た。補
償額の低さに文句を言ったら、あとか
らしっかりした人が来た。全てそうい
うやり方である。

・ 補償で早く解決しようという意識が見
え見えだった。

【関係者の対応、態度】
・ JR 側から積極的に対応してくれたこ

とは一つもなかった。被害者・遺族の
しつこい要求がないと対応しない。

・ 対応する人の教育をしっかりして欲し
い。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

行政 【関係者の対応、態度】
・ 消防で事故直後の悲惨な現場の写真を

見せてくれた。「JR には秘密にして」
と言われた。

【行政の各種支援】
・ 事故後にものすごい相続税がかかって

きた。物納で、土地を全部失うような
形になった。

【事故原因究明】
・ うわべだけの事故調査報告書だった。

【事故原因究明】
・ 事故調査委員会なども被害者の立場に

なって考えて事故調査にあたってほし
い。

【再発防止】
・ そもそも事故が起きた時に緊急対応が

難しいような場所で大きなイベントを
開催すること自体が間違っている。こ
のようなイベント開催にあたっては国
交省で厳しい規制をかけるべき。

・ 一定の地域に大病院を少なくとも 1 箇
所は設置するなどのインフラ整備を厚
労省で進めて欲しい。道路があるだけ
では不十分。

・ （大事故が起きたときに対応できる）
病院の数が足りていない。

警察・消
防

マスコミ

病院

その他 【支援全般】
・ 「どこに行けばいいか」「自分がどう動

けばいいか」「家族の搬送先」「家族の
安否」「家族が事故列車に乗っていた
か」などを訊ける窓口があればよかっ
た。

【支援全般】
・ 相続手続、事故関係の対応（捜査など）、

親戚との付き合い等全てを同時にやら
ないといけないことが負担。

【関係者の対応、態度】
・ 子供については学校職員もよく見守っ

てくれていた。
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１-４ JR福知山線脱線事故遺族ヒアリング
実施日、実施場所：１１／２８、３／２４（兵庫）
対象者、聴取方法：
・高木委員の紹介による、事故遺族（４組５名）に対するグループインタビュー（11/28に実施、高木委員同席）
・福知山線脱線事故の負傷者の集い事務局及び下村委員の紹介による、事故後精神的後遺症で自殺した被害者の遺族（１名）に対する個別インタビュー

（3/24 に実施）

（１）情報入手について

分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【情報入手全般】
・ 事故後、JR 西日本に 500 問程度の質

問をしたが、当時は全く回答がなされ
なかった。後になって一応回答があっ
たが、殆どが具体的な内容ではなかっ
た。

・ 事業者は通常、本社内部に対策本部を
設置するが、現地にも設置する必要が
ある。さらに、事故関係者対応とマス
コミ対応と別々に担当者を置く必要が
ある。

行政
警察・消
防

【身元確認】
・ 遺体の身元確認の際に、ポラロイドで

撮影した顔写真だけではなく持ち物や
衣類等も撮影して提供してもらえれば
遺体の判別がしやすかった。

・ ポラロイド写真には身体・外見上の特
徴が併記されていたが、記述内容が具
体的ではなくかつ主観が入ってしまっ
て正確とは言えなかった。もっと詳細
に書くべきである。

・ ポラロイド写真は机に無造作に並べら
れただけであったが、性別や年齢別に
分けることができたはずである。

マスコミ
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

病院 【安否情報・収容先の情報】
・ 個人情報保護法の関係で病院では収容

者の名前が全く公開されなかった。緊
急時は個人情報保護法の適用を除外す
べきである。

【救出状況の情報】
・ 関西労災病院では、名前と携帯番号を

伝えれば、新しく運ばれた負傷者の特
徴等の情報を１時間おきに、電話連絡
してくれた。

その他 【被害者家族への第一報】
・ 被害者家族としては情報が一番欲しか

ったが、どこに聞けばいいかが分から
ず、テレビやラジオの報道を頼りに、
病院を回り、最終的には遺体安置所に
なっていた体育館で待つしかなかっ
た。

・ 当初の報道は踏み切りの接触トラブル
程度というものだった。その後大事故
だということが判明し、次女がその電
車に乗っていることは分かっていたた
め、安否を確認すべく、テレビの字幕
に出ていた問い合わせ先（市役所か警
察の連絡先）に電話をした。

・ 電話をした先では、負傷者の搬送先の
病院と人数を教えてくれた。その後、
遺体安置所の場所がテレビで出ていた
ので遺体安置所の体育館に移動した。

・ 体育館では、搬送先の病院リストや死
亡者のリストも 1 時間おきに出てい
た。

【身元確認】
・ 消防、救急、警察等は、救命や事故処

理で手一杯であり、対策本部が設置さ

【被害者団体・被害者支援団体等に関する
情報】
・ 事故直後に大学生の子供を亡くした親

のグループをつくりたかったが、名簿
が入手できなかった。

【PTSD等の症状に関する情報】
・ 本人、家族に、PTSDというものがあ

るという情報が必要だった。息子が事
故にあった当時は何も知らなかった。
息子は２ヶ月経って発症したが、それ
まで、PTSDに注意しないといけない
という情報が全くなかった。PTSD発
症後も、自分にとっては全く知らない
領域であり、病院がどこにあるかも分
からず、一つ一つ自分で調べた。事業
者からはそうした情報は得られなかっ
た。生き続けさせられなかった理由の
一つが情報不足である。

【情報入手全般】
・ 事故の情報を一箇所に集約し、そこに

聞けば最新の情報が得られるようにす
べきである。

・ 事故直後は、最新情報を時系列で整理
して逐次発表すべきである。

【安否情報・収容先の情報】
・ 事故直後に欲しかった情報は、①事故

に巻き込まれた人の状況、②負傷者が
どこへ運ばれたか（その病院の住所、
電話番号、行き方を示した地図）、③死
亡者がどこへ運ばれたか（その名称の
住所、電話番号、行き方を示した地図）
である。

【救出状況の情報】
・ どのような形で死んだのかを知りた

い。トリアージにそのときの状況を少
しでも書いて欲しい。

・ 遺体確認時に事故当時の様子を分かる
範囲で教えてもらえるとありがたい。
その後の疑問などに対処してくれる窓
口も欲しい。個人で直接救急の方や警
察に聞くのは難しい。
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

れても事故現場が優先であるから、待
機する家族に対応していただけるまで
には時間がかかった。

・ 家族の遺体確認の作業がスムーズにな
り始めたのは、応援の方が来られてか
らで、事故後 12 時間ほど経ってから
のように記憶している。これは家族に
よる遺体確認が始まってから３、４時
間経っていたように思う。

（２）心身面について

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【身元確認の方法】
・ 身元不明者に関する情報が遺体のポラ

ロイド写真により提供されたが、それ
らの写真は机に無造作に並べただけで
あった。顔が崩れている写真等もあり、
プライバシーの観点からも、写真の公
開は慎重に行うべきである。

【精神面での支援全般】
・ 事故直後にＪＲ西日本から2名の社員

が派遣されてきたが、専門の心のケア
をできる方を1名加えて欲しかった。

【精神面での支援全般】
・ ＪＲ西日本からカウンセラーが派遣さ

れたが、カウンセリングの内容が全く
合わず、症状は余計にひどくなった。
また、その後自発的に診療内科にも行
ったが余計にひどくなった。専門のカ
ウンセラーでない場合に余計に傷が深
くなることがある。

【関係者の対応、態度】
・ ＪＲ西日本から案内された写経の会に

行った。そもそも楽しくて行っている
わけではないのに、事故関係者の親戚
ではあるが当事者ではない方が観光気
分で来ていることもあり、余計に傷つ
いた。

・ また、JR 西日本のこのようなツアー
等の計画については、内容が吟味され
ていないこともあり、余計に傷つくこ
とも多い。

【専門家からの支援】
・ 待機所の被害者家族のためにコーディ

ネイトしてくれる専門の方を配置す
る。今までの事故直後の問題点を踏ま
えてのマニュアルやシステムを作り、
事故ごとに臨機応変に動ける立場の方
を養成し、事故直後から実働できるよ
うにすべきである。

・ 専門の方には、具体的には待機所にい
る家族への情報提供（現場、病院、遺
体安置所からの最新の情報提供、遺体
確認の為の情報、過度な個人情報保護
による情報の遅れ防止）や必要に応じ
た環境作り（連絡体制、長期に渡る待
機所にいる方達の飲食、体調不良を訴
えた方への対応、などその他要望を聞
いてくれる方を待機所に配置する）等
に対応してほしい。

行政
警察・消
防

【関係者の対応、態度】
・ 遺体の身元確認の際、警察からはまる

【関係者の対応、態度】
・ 警察の方が手伝いすることがないかと
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

で犯人扱いのような高圧的な対応をさ
れた。被害者家族への当たり前の配慮
に欠けている。

・ 死体確認作業も流れ作業のような対応
で、ご愁傷様の一言もなかった。

・ 遺体安置所の体育館では、被害者に対
してお線香やお花をすぐ手向けるべき
であったが、一切さなされなかった。
そのような気遣いがあっただけで、被
害者家族の心情も多少は緩和されたは
ずである。

【トリアージ】
・ 黒のトリアージタッグに記入者名が書

いていない。記入者名、何時何分の時
刻、そして「合掌」と記載すべきであ
る。

・ 黒のトリアージタッグに記入者名が書
かれていないことで、被害者家族は誰
が最期を看取ったかもわからず、逆に
もしトリアージタッグが赤であれば助
かったかもしれないという傷が大きく
残る。

・ トリアージのときに看護師や医師以外
に心のケアの方も入れるべきである。

訪問された際に、慰めの言葉として発
せられた言葉ではあったが、配慮がま
ったくない内容で、余計に傷ついた。

マスコミ 【マスコミの対応、態度】
・ マスコミの異常な報道活動により、被

害者家族が二次被害にあわないよう
に、より一層の配慮をすべきである。

・ 体育館に出入りする際に、逐一マスコ
ミにインタビューされたり、動転して
いる姿を撮影されるのは辛かった。

病院 【精神面での支援全般】
・ 精神的なケアについては、精神科医の
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

人に依頼する方が多かったが、精神科
医の治療によりさらに傷ついてしまう
ケースもあった。

その他 【精神状況・精神的症状】
・ ＪＲ西日本はあくまで事故という意識

で、殺したという意識はないが、当事
者は、殺されたという意識が強い。

・ 姉を亡くした妹がショックで学校に行
けなくなった。学校の方から紹介して
もらったスクールカウンセラーに週１
回行ったが、悲嘆に関するカウンセリ
ングではなく、あくまで教育的なカウ
ンセリングであったため、症状が悪化
した。

【専門家からの支援】
・ 一般的なカウンセリングではなく、家

族を亡くしたという悲嘆に関する専門
知識を持ったカウンセラーでないと意
味がない。そのような知識がない専門
家によるカウンセリングは逆効果にな
る可能性も高い。

【精神状況・精神的症状】
・ 被害者は孤独である。時間の流れがま

わりの人と違う。時間が経つとまわり
の人との距離がどんどん遠くなる。

・ 抗うつ剤、睡眠薬の副作用もどんどん
蓄積してくる。身体もつらい。悪循環
となる。それでも息子の死は抱えてい
たい。割れやすい卵をお腹に抱えて生
きていく様な気持ちである。

【遺族同士の支援】
・ 大学生の子供を亡くした親のグループ

をつくり、事故当初は悲しみを共有し
あった。お互いの気持ちを語り合うこ
とで、信頼関係ができ、今では気兼ね
もなく精神的にも落ち着ける場となっ
ている。

・ 悲嘆の初期は共通している部分が多い
が、２～３年たつと個人差が大きくな
る。個人差が大きくなるので、事故被
害者という同じ同志であっても集まり
にくくなる。

・ 遺族会は余り参加していない。行く元
気がないことと、被害者は個々に事情
が違うということがある。悲しみを社
会化するのに一生懸命な人もいるが、
それを見ているのも苦しい。

【支援全般】

・ 関係者はプロ意識のなかにも、ボラン
ティア精神や相手に対する思いやりを
忘れず、取り組んで欲しい。

・ 情報支援、生活支援、医療支援、経済
的支援があって、初めて遺族は生きて
いける。

【専門家からの支援】

・ 民間のなかでグリーフケアワーカーの
必要性はある。特に、今後は警察や消
防での必要性もあるのではないか。

【事業者に対する思い】
・ 加害者は自分がやったことについて正

直に認めるべきである。それが認めら
れないから被害者遺族が苦しむことに
なる。
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（３）その他の各種サポートについて

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【関係者の対応、態度】
・ 事故直後ＪＲ西日本の緊急援助隊は出

動していなかった。警察が入るまで現
場で対応していたのは、近隣住民、救
急、レスキュー隊であった。

・ 事故の当日から担当の社員 2名の方が
自宅までついてきたが、彼らも当初何
をやっていいか分からないようであっ
た。

【支援全般】
・ ＪＲ西日本から遺族支援のために派遣

された社員は、２名ともに男性であっ
たため、食事の準備などの被害者家族
が必要としている生活支援に対応でき
ていなかった。

・ ＪＲ西日本から、事故から暫く経過し
た後に、移動用のタクシーチケットが
提供されたが、事故直後の一番必要な
ときに提供すべきであった。

【支援全般】（葬儀）
・ 葬儀の準備は JR 西日本の担当社員に

お願いした。

【関係者の対応、態度】
・ 加害者から支援を受けるのは精神的に

辛い。
・ 被害者でありながら、加害者の顔色を

見ないといけない。第三者機関が間に
入ってくれればどんなに楽だろうと思
う。

・ 事業者の対応は、医療費用の負担一つ
とっても支援範囲が人によって異な
り、不公平である。第三者機関が入れ
ばそうした事態は防げるのではない
か。

行政 【支援全般】
・ 最近、行政からも生活サポート、移動

サポート等の支援が得られることが分
かったが、それまで支援の存在を知ら
なかった。聞きに行かないと分からな
い。積極的に知らせてほしい。

警察・消
防

【遺体取扱・荼毘】
・ 遺体運搬車の段取りが悪く、遺体が自

宅に戻ったのは夜中の3時であった
マスコミ 【待機場所の居住環境整備】

・ 体育館が待機場所になったが、マスコ
ミにオープンにしたくないため、地下
の球技場に待機させられた。マスコミ
の目から被害者家族をそらせたいな
ら、カーテンで囲うとか、体育館の敷
地に入らせない等の手段を取るべき
で、関係者がマスコミの犠牲になるこ
とはない。

・ マスコミ対策本部を作りそこがきちん
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

と対応すべきである。
病院
その他 【待機場所の居住環境整備】

・ 被害者家族の待機場所となった体育館
は、携帯電話の電波が届かず困った。
電話や携帯電話用充電器の必要性を感
じた。

【身の回りの人からの支援】
・ 事故直後は妻が倒れて家事ができず、

食事の用意などについて近所の方がサ
ポートをしてくれた。妻の友達も1週
間ほど泊りがけで面倒を見に来てくれ
て、とても助かった。

【被害者団体・被害者支援団体等からの支
援】
・ 賠償交渉の会では支援弁護士が無料で

賠償交渉関連のアドバイスをしてくれ
るため、役立っている。

【被害者団体・被害者支援団体等からの支
援】【遺族同士の支援】
・ 被害者団体は各々に目標が異なってい

る。訴訟を目的に集まってくる人と、
悲嘆で集まってくる人とは求めている
ことが異なっている。

【関係者の対応、態度】
・ 現場の関係者には腕章を付けさせるな

どして、警察なのかＪＲ西日本なのか
等所属が分かるようにすべきである。

・ 社会的に救済組織を残す等がないと、
被害者にとっては甲斐がない。森永ヒ
素ミルク事件で森永が全額出資で国も
関与し、被害者の支援組織である光協
会を立ち上げたような事例を参考にし
てほしい。

【周囲の人の対応、態度】
・ 事故直後の近隣住民による現場の救

援活動はありがたいが、専門知識がな
い素人が事故現場に入ることにより、
不適切な対応をしてしまう場合もあ
るのではないか。（例えば、トリアー
ジの問題等）
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１-５ JR福知山線脱線事故負傷者・家族・支援者ヒアリング
実施日、実施場所：１１／７、１２／５（兵庫）
対象者、聴取方法：
・福知山線脱線事故の負傷者の集い（「語り合い、分かち合いの集い（注：結果取りまとめの中では“集い”と表記）」事務局：NPO 法人市民事務局か
わにし）（11/7、12/5）

・負傷者と家族の会（「JR福知山線事故負傷者と家族の会」）での参加者に対するグループインタビュー（12/5）
・負傷者の集いについては負傷者、負傷者家族、支援者に分かれて実施。（一部報道関係者も参加）
※整理表中、負は負傷者、家は負傷者家族、支は支援者、報は報道関係者。

（１）情報入手について

分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【情報入手全般】
・ 病院に行き着くまでの間、一人も JR

の人を見なかった。あれだけ大事故が
起こっているのに。家族にもきちんと
連絡できなかったし、自分たちもどう
して良いか分からなかった。（負）

・ 市民病院から入院していることを駅に
届けに行くように言われたので、駅に
行ったら、ここはまだ対応体制をとっ
ていないから、自分で JR に連絡する
ようにと言った。連絡がすごく悪かっ
た。（負）

行政 ・

警察・消防 【被害者家族への第一報】
・ 救出時に名前を聞かれたのは、後で聞

いたらトリアージをしている人のよう
だった。（負）

・ 病院で家族と合流した。消防隊員に連
絡して家族が知った。鉄道警察の人が
名前、電話番号を聞いたが、警察から
は家には電話がなかった。（負）

【個人情報の取扱い】
・ （警察は）事故後すぐに来た。個人情

報はどこから来たのかと思った。（負）

・

マスコミ 【被害者家族への第一報】 【個人情報の取扱い】
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・ 家族は TV のテロップで、カタカナの
名前が出ていて事故に遭ったのを知っ
た。（負）

【安否情報・収容先の情報】
・ NHKが病院名を流していた。（負）
・ メディアの報道で安否が分かった。テ

ロップで名前が出て病院の搬送先が出
たので（１１時頃）、１２時くらいに病
院に行けた。（家）

・ 会社にいて、情報が入らないので、家
で待機して TV を見ながら、現場に行
くか迷ったときに、名前が出た。最終
的にどこにいて治療を受けているかと
言う情報があると良い。（家）

・ 死亡者は警察発表。負傷者は名前が出
ないので、各病院、救急消防局にどん
な人を搬送したかを問い合わせてヒッ
トしたところから出していった。（報）

・ NHK も情報をたくさん知っていた。
病院のロビーに張り出している名前を
見たようだ。（負）

・ 記者に大学名を言ったら、大学に問い
合わせが行った。（負）

病院 【被害者家族への第一報】
・ 事故を知ったのは午後。兵庫医大から

仕事中に携帯がなり、息子が事故にあ
ったと連絡が来た。

【安否情報・収容先の情報】
・ 病院で検査が一段落して、家族に連絡

したかと言われて、主人のお母さんの
家に電話してもらったが、その時家族
はこちらに向かっていて、電話とほぼ
同時に病院に着いた。主人の携帯電話
の番号は覚えていなかった。携帯は飛
ばされて持っていなかった。（負）

・ 兵庫医大に行っていないことも情報と
して入り、タクシーでうろうろして、
結局１６時３０分頃に尼崎中央病院だ
とわかってそこに行った。そこでは、
名前が張り出されていた。（家）

【情報入手全般】
・ 病院にも連絡係がほしい。家に連絡し

てほしいと思った。手助けがないと携
帯電話が使えない人もいた。（負）
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・ 兵庫医大は大きな事故のときの受け入
れのシステムがきっちりしている。パ
ニックでも、ちょっとまってください、
名前を調べますといって調べてくれ
た。安心した。他の病院は今それどこ
ろではないと断られた。（家）

・ ○○病院の救急は、２０歳くらいの女
の子で服装を言ってくれたが、なかな
か教えてくれない。行ってみようと言
うことになって、行ったが、服は見せ
てくれない。血液型を聞かれて、やっ
と持ち物を見せてくれた。（家）

【事故後の行動に関する情報】
・ 病院からは「帰ってもらって結構、何

かあったら連絡してくれ」と言われた。
（負）

その他 【被害者家族への第一報】
・ 事故現場では、携帯電話が連絡に役立

った。家族にも携帯で連絡した。（負）
・ 声をかけて携帯を借りて会社に連絡

し、自分は無事と伝えて電話を返した。
夫は電話に出なかった。画面に表示さ
れたのが他人の携帯の番号なので出な
かったようである。（負）

・ 派遣で働いていたので、派遣会社に夫
が電話したら、職場に行っているので
はないかと言われた。（負）

・ まわりは将棋倒しになって、一番に携
帯電話で電話をした。会社に欠勤の了
解を取ったあと、夫の会社に電話し、
「事故にあったけど、けがしていない」
と伝言した。（負）

・ 夫には連絡していなかった。義理の妹
が義理の母に連絡して、夫に連絡があ
った。(負)

【情報入手全般】
・ 後から色々な情報が分かってきたの

で、後追いで分かってくることは家族
にとっては感情的にならざるを得なく
なる。（家）

【被害者団体・被害者支援団体等に関する
情報】
・ 事故後、事故に関するメールマガジン

を作った。情報を得るチャンスは重要。
情報が無く、後であの時知っていたら
行った、が多い。(負)

・ 集いは入院中の人から聞いた。（負）
・ 集いは新聞で知った。夫が行ってくれ

た。（負）
・ 「集い」については、新聞の片隅で見

つけたが、出ていない新聞もあるので
偶然だった。（負）

・ （被害者支援の）動きをしていたのに、
知らせる手段がなかった。（支）

【情報入手全般】
・ 人を確認する専門の人がほしい。車内

でボーっとしている人もいる。人に促
されて連絡する人も多かった。（負）

・ 病院の手配をしてくれる人がいると良
い。当日はそのまま帰って、後から悪
いとわかった人もいる。そうした入院
しなかった人についてケアしてほし
い。入院したかどうかが、補償にも影
響する。軽傷者にも、事故診断書を出
してもらう等してほしい。企業との戦
いに対して不利になる。（負）
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分類 事故直後（現場対応） 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ 携帯が使えたが、電源が切れたら困る
と思って節約した。事故にあった友人
の家に連絡をするために、余計に電池
を使いたくなかった。（負）

・ 娘が意識があったので、市場の人から
連絡が来た。（家）

・ 仕事中に市場の人から電話をもらい、
尼崎の知人に現場に行ってと頼み、す
ぐにタクシーで近隣の病院に行った。
（家）

【安否情報・収容先の情報】
・ 深夜まで子どもを見つけることができ

なかった。病院の名前を聞いて、全部
電話で当たってやっと見つけた。でき
たら、身元不明の人も、○才くらい、
性別をはり出してくれるとありがた
い。（家）

【事故後の行動に関する情報】
・ 病院にも行く気がなかったが、一緒に

いた人から病院に行ったほうがいいと
言われて行った。（負）

（２）心身面について

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【精神面での支援全般】
・ JR の人からカウンセリングの紹介を

受けて、半年くらい通った。（負）
・ JR のほうから紹介されてカウンセリ

ングを受けた。（負）
・ カウンセリングは気が楽になった。当

時はテンションが下がっていた。自分
が変なのに気がつかない。一年くらい
経ってから、JRの借りた部屋で専門家
から受けた。（負）

【精神面での支援全般】
・ JRは病院を持っているので、負傷者の

健康診断をし、メンタルなテスト等も
したらすごく良い。

・ 年数がたってくると、事故と起因する
症状が出てきたとき、因果関係が認め
られにくい。（加齢や病歴等）JR が自
分の病院で定期的に見ていれば因果関
係も認めざるを得ない。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ JR はカウンセリングルームを作った
が、産業カウンセラーなのでちょっと
違う。兵庫県の臨床心理士会があるの
に連絡がなく、JRのほうに言ったら何
ですか？と言われた。

・ 病院に一緒に２年間毎回行っていた。
診察に二人付き添ってきていた。（負）

・ JR から精神的ケアを受けた覚えはな
い。（負）

【被害者の集い】（【被害者団体・被害者支
援団体による支援】【被害者同士の支援】）
・ 事故を起こした企業等はこういった団

体の活動（直接の被害者ではない）に
は支援しない。しにくい。団体として
も、事故直後に限らず、そこから支援
を受けることが心理的にできないもの
がある。

行政 ・ 【精神面での支援全般】
・ 事故後 1 週間経たないうちに、兵庫県

の健康保険福祉事務所から電話があっ
た。来てもらって話を聞いてもらった
が、大変すっきりした。保健所での集
いにも出た。やっているのは伊丹市だ
けである。その後も所長さんとつきあ
いがあって、数回会った。（負）

・ 保健所は断られた人にはそれ以上アク
セスできない。（負）

・ 行政の支援活動は知らなかった。(負)
・ 県から連絡はあった。呼んだら行きま

すと言われたが、何をしてくれるかわ
からないので呼ばなかった。（負）

・ 伊丹の文化センターでは話を聞いてく
れるだけ、アンケートだけで、精神的
な悩みの解決にはならなかった。（負）

【被害者の集い】（【被害者団体・被害者支

【精神面での支援全般】
・ 市役所は究極の中間支援組織。個人情

報も含めて情報を持っているので、協
働の仕組みを作っていくことが現実
的。（支）

・ 行政は、HP で福知山線の相談を受け
付けていますというメッセージは一文
あげている。ただ、民間がやってしま
うと何者だといわれることがある。行
政がかんでいると安心感が与えられ
る。

・ 行政、国がメンタルケアに関しての窓
口を長期にわたって残しておいてくれ
ると、いつでも何かあったときに安心
できる場所に相談にいける。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

援団体による支援】【被害者同士の支援】）
・ 行政は集いの場所の提供。無料で、第

一土曜は優先的に貸してもらう約束を
している。（安定的に場所を確保）（支）

・ 民間だからここまでできた。それほど
莫大な資金も要らないので、行政のサ
ポートとすれば場所の提供、電話代等。
（支）

警察・消
防

マスコミ 【被害者の集い】（【被害者団体・被害者支
援団体による支援】【被害者同士の支援】）
・ （集いは）メディアの対応がすごかっ

た。最初から加熱しており、負傷者を
つなぐ場がなかったので、注目された。
実際の負傷者は絶対にメディアに分か
らないように通路を確保するかという
のが大きな課題だった。（支）

・ 負傷者や家族でメディアに対応できる
人は残ってもらって、対応するように
した。長い時間がかかれば、記者と信
頼関係ができる（情報をもらえる）人
もいるが、それまでの間はサポートが
必要。（支）

病院等 【精神状況・精神的症状】
・ 総合受付窓口で、すごい人ごみの中で、

精神的に不安定な状態で、大声で怒鳴
って、場所が分かって、初めて病室に
入った。（家）

【精神面での支援全般】
・ 心のケアセンターを集いで知った。

（負）
・ 事故にあって 1 ヶ月後に、痛いところ

を総合病院で診てもらった。（負）
・ 電車が怖くて乗れなかった。心療内科

に行った。うまく乗れるように助言が
ほしかったので通い始めた。乗らない
でいいと言われて楽になった。数ヵ月
後に乗る練習を始めた。心療内科には
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今も行っている。もう少しで事故現場
も乗れるようになりそう。事故直後は
一駅でも電車に乗っている気がしなか
った。日常生活も不便だった。（負）

・ 心療内科は行ってもしっくりこなかっ
た。がんばれと言われて違うと思った。
聞いてもらうのが大事だが、友人とし
ゃべるのが一番だった。（負）

・ 入院中、専門看護士さんが10ヶ月毎日
ついた。カウンセリングという気はし
なかったが、話をした。退院前に電車
に乗る練習をした。大丈夫なのでそれ
から行っていない。（負）

・ 「心のケアセンター」からの書類は来
た。心の状態に関するアンケートのよ
うなものだった。（負）

その他 【精神状況・精神的症状】
・ 事故の時には、普通に考えればするこ

とができない。教えてくれる人がいる
と良い。(負)

・ その場で救助に当たってしまった人も
いる。人としての気持ちで助け合った
ことで不安定になっているケースがあ
る。これは理解を得にくいケースが多
い。（負）

・ 家族は大きくショックを受けていた。
自分は現場を見ていないが、声は聞こ
えた。運び出してもらった時に激痛が
して、テントで目が覚めて名前を言っ
た。それから救急車で運ばれた。病院
で一週間動けなかった。（負）

・ 自分はけが人といっては悪いような状
況だと思っていた。主人が来て、検査、
治療後に会えた。（負）

【精神状況・精神的症状】
・ （事故後）電車に乗って打ち身に気が

ついた。イコカ（カード）が改札で通
らなかったので、突然に泣いてしまっ
た。（負）

・ 全身痛くて動けなかった。骨が折れて
いるとか、出血しているとかではない
ので家から出なかった。1週間～1ヶ月
経って病院に行った。もっとひどい人
がいるので悪いと思った。（負）

・ 事故の書類が来るのも見たくない時期
があった。（負）

・ 子どもは全部見てしまった。電車の運
行が再開されてから精神的に不安定に
なった。怒ったり、不眠になったり。
市民病院の心療内科に入院中からかか
っていたので、子どもも連れて行った
ら、子どものほうがひどいと言われた。
（負）

【被害者同士の支援】
・ ICUで近所にいた人が廊下でリハビリ

していた。1 年後に偶然出会った。一
緒にがんばった人と会えてうれしかっ
た。（負）

【支援全般】
・ 「集い」は専門家が支えている。今回

は偶発的にできたが、それを作る仕組
みを考えて欲しい（支）

・ 普段から突発的なことに備えて中間支
援組織が意識しておくことが必要（支）
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・ JR が動き出してから具合が悪くなっ
たという話は聞く。（負）

・ ７，６両目は軽症だが、悲惨な現場を
見ているために精神的に重症になって
いるケースも。（負）

・ （負傷者は）一生抱えながら生きてい
かないといけないが、（遺族に気兼ねし
て）言ってはいけないという雰囲気が
あった。（負）

・ 治療ではないと言うことで病院も紹介
状を書いてくれない。心が解けると治
療につながるということを勉強してほ
しい。（負）

・ 同じ地区の息子の同級生が同じ車両で
なくなった。息子の怪我もショックだ
ったが、家族としては、精神的な腹立
たしさ等で不安定だった。一体次に何
をし、どこに相談すれば良いのか、全
く見えなかった。（家）

・ 病院にいる間は、息子の状態を見てい
て、怪我の状態の説明を受けていただ
け。家族にフォローがあれば精神的に
も落ち着いたと思うが、精神面できつ
かった。（家）

【身体的ケア】
・ 身体的ケアについては、外科的なもの

があるが、症状固定すると、そこから
は東洋医学的なマッサージや針・灸・
整体等がきいた。通常保険適用されな
いものも認めてもらいたい。

・ 各大学の機関が痛みのケアを研究して
いる。阪大、金沢大学等、西洋医学の
先生も東洋医学を認めている。社会的
にそういうことの制度を変えていかな
いといけない。
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・ 今は病院にいくことが日課になってし
まった。病院にいくことが負担。１週
間が通院で終わってしまう。（負）

・ 痛みは心と直結している。心がほっと
したら痛みが減るし、痛みが減れば心
が回復する。

【専門家からの支援】
・ 一年に一度アンケートを受けた。後の

事故の人のために受けた。個人情報も
あるが、こうしたデータを取っておい
てほしい、（カウンセリングをする）人
が変わらないでほしい。（負）

・ 情報が引き継げるように、カルテ等は
ないのだろうか。（負）

【被害者の集い】（【被害者団体・被害者支
援団体による支援】【被害者同士の支援】）
・ 事故の時に周りにいた人と、早い時期

に会えればよかったと思う。川西まで
は遠いので近くであればよかった。行
政でやってもらえると良い。（負）

・ 当事者同士でしか理解できないことが
ある。（負）

・ 病院には他にも被害者がいたが、話さ
なかった。病院の人と話していた。退
院後すぐに集いに参加した。事故につ
いて知りたいという気持ちはあった。
亡くなった人の数、トリアージのシー
ルの話など、衝撃は大きかった。（負）

・ 共有の場はタイミングが難しい。人に
よって違う。継続してやることが重要。
（支）

・ 行政でも良い。場所が近いことが重要
（負）。

・ 地域割りがいいのか、（症状の近い）１
両目、２両目同士がいいのか。（負）
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・ 最初は車両ごとにやっていた。負傷者、
家族、学生さんも中でグループが分か
れている。（支）

・ 和やかになるまでには時間がかかっ
た。半年くらいかかった。（支）

・ 緩やかな集まりの場というスタンスを
崩さない。久しぶりに来ても受け入れ
てもらえる、行けば誰かに会えるとい
う、ともし続ける灯り。（支）

（３）その他の各種サポートについて

分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

事業者 【関係者の対応、態度】
・ 尼崎の駅は近いのに、JRの人は何をし

ていたのか。事故のときは消防や医師
はよいが、JRは手出しすべきでないと
言った。（家）

【関係者の対応、態度】
・ 何人か運ばれている拠点病院には JR

の担当はいるが、どこにいるか分から
ない。看板立ててやらないのかと言っ
たら、他の患者もいるのでNG といっ
た。（家）

・ 大きい病院には JR の担当者がいた。
何をしていいかわからず、座っている
だけ。気の毒になるくらいの状態だっ
た。（家）

・ JRの担当者は保線部門の人で、受付に
じっと座っている。しばらくしてから
そういう鉄道部門、技術部門じゃない
人が来て、対応が変わってきた。（家）

・ 付き添いはいらないくらい、ずっと面
倒を見てくれ、担当者は常駐していた。
（家）

【関係者の対応、態度】（慰霊式）
・ １回目の慰霊式のとき、遺族と負傷者

は献花の順番も違ったし、後ろで硬い
いすで、とても悪意を感じた。行政、
各市長、国会議員、遺族の友達、救助

【支援全般】
・ 事故当事者の人を被害者に向き合わせ

るのはよくない。第三者が加害企業に
援助する仕組み、仲立ちをしてくれる
人がいないといけない。

・ 何かあったときには対応マニュアルが
あり、加害企業はそれを参考にしなが
ら対応すれば、要らないトラブルやボ
タンの掛け違いは起こらない。

【関係者の対応、態度】
・ 本職でないのに被害者対応させない

で、素養のある人と社員が必要なとき
に出向く、一時的でも良いからカウン
セリングできる人を。
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

に当たった人、その他の人と負傷者は
言われた。（負）

【持ち物の返還】
・ 血がついていたり、色々なものが並ん

でいたら、あったとしても、どんどん
取りに来て良いですと言われたが、と
ても無理だった。

・ 担当者が行って、携帯も思い出の弁当
箱も探してくれた。きれいに磨いて返
してくれたので、担当者の誠意を感じ
た。

・ 普段トレーニングできている人がしな
いと、JRの社員にも大きな負担を強い
ることになる。

行政 【支援全般】
・ 今回は行政の電話相談の窓口は早く立

ち上がり、評価できる。ただ、電話で
は限界がある。被害者、遺族、家族、
被害当事者はまず怪我を治すのが精一
杯で、電話は後回しになってしまう。

・ 市としても危機管理でできることとソ
フト事業は別物である。継続的支援が
できていない。

・ 行政ができるのはもう少し間接的な支
援かもしれない。場所を特別に確保し
てくれるとか、活動案内をメディアに
リリースするとき市政記者クラブを使
い、広報がバックアップしてくれる等。
場を作るのは難しい。

警察・消
防

【関係者の対応、態度】
警察は秋頃に事情聴取があった。（負）

マスコミ

病院 【支援全般】
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

・ 現場に近い病院に誰も来なかった。救
急登録していなかったのでは。（負）

・ 尼崎病院に運ばれ、全治 3 週間であっ
た。病院が一杯で、歩ける人は痛み止
めを持って帰らされた。よそに移され
た人も多い。病院から追い出された事
故以外の入院患者の人もいる。（負）

その他 【周辺の人の協力】
・ 市場の人が、トラックで病院に搬送し

てくれた。救急車が足りず、軽傷者は
トラックで最寄りの病院に移動した。
後半からはトリアージも実施してい
た。（負）

・ 近所の会社の人がバールで開けてく
れ、警察・消防の人には会社から言っ
ておくから早く病院に行ってください
といって会社内を通してくれて、姪の
車のところまで連れて行ってくれた。
（負）

・ 飛ばされて、下敷きになって、スピン
ドルの人が助けてくれなかったら内臓
破裂で死んでいたかもしれない。（負）

【周囲の人の協力】
・ スピンドルにお礼を言いにいく会もあ

ったが、７両目の軽症者で、会いに行
くこともはばかられる。命の恩人の人
にお礼は言いたいのでその日だけそっ
と行かせてほしい。（負）

・

【被害者団体・被害者支援団体等からの支
援】
・ 犯罪ではないため、被害者支援センタ

ーとしては 2 年くらいで支援を打ち切
った。その後個人的に関与した。（支）

・ 周年行事は支援者が中心に取り組んで
きた。負傷者がそれにかかわるのは集
いの場がなければそういう動きはなか
ったかもしれない。（支）

【支援全般】
・ 生活支援、法律的支援も重要。（支）
・ 支援ニーズとして、法律的なこと。賠

償問題、休業補償等。（支）
・ 被害者には、補償前で言いたいことが

言えないということもある。（支）
・ 被害者ニーズを押さえて、指導する組

織があって、援助するだけでもだいぶ
違う。（支）

・ 第三者機関が被害者を見てほしい。JR
としては、自分たちが起こした事故だ
から自分たちがそれを見ていくと言う
ことはあるが、加害者は不安。向こう
の都合で変わるかもしれない。

・ 背骨は JR だが、そこから枝分かれす
る実際の支援をする医療施設や法的な
支援をすること、NPO等が必要。

・ 全部を担う機関は要らないので、専門
性のある機関の情報が入っていて、コ
ーディネーターがいてそれをきちんと
つないでいくだけでずいぶん解決され
るはず。NPO的なものが望ましい。

・ 中間支援NPOが全国にたくさんある。
そこのセンターがある。そこからは、
ボランタリープラザがあり、そこが地
域の情報をくれる。被害者支援でも同
じように何かあったときに支援できる
団体がありますよと言うことで、
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分類 事故直後 短期 中・長期 その他（時期不明／要望など）

NTSB のように、運輸安全委員会の中
にここにお願いしよう、必要ならここ
から人材を持ってくると言う形なら実
現不可能ではない。（支）

・ 大規模事故でも地域性に配慮しつつ支
援してほしい。都道府県単位くらいが
まずは一歩か。NPO法人兵庫被害者支
援センターがあることも力になってい
る。

・ 犯罪被害者では、行政、警察、民間で
ワンストップサービスの窓口を作ろう
としている。そういうことが組織化さ
れると動きやすい。
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２．遺族アンケート調査票

注）以下は、日本航空１２３便墜落事故事故ご遺族用アンケートを示す。中華航空１４０便墜落事故ご遺族

用アンケートについては設問の相違点（一箇所）のみを、文中に示す。

公共交通事故被害者支援に関するアンケート票
【ご記入にあたって】
○３ページ以降の設問について、事故当時から今までの体験を振り返ってご回答くだ
さい。
※本アンケート票は回答部分が１４ページあります。大変お手数をおかけします
が、皆様方の貴重なご体験をお伝えすべく、是非ご協力をお願いします。

※ご回答が難しければ、無理に全ての設問にご回答頂かなくても結構です。ご回答
できる範囲でお答えください。

○ご回答は、必ずしも回答者ご本人のご経験に基づくものでなくとも、ご家族やお知
り合いのご経験やお話に基づくものでも構いませんので、お感じになったとおりに
お答えください。

○設問では、以下のように時期を分けてお伺いしています。

①事故直後（※問 1でお聞きします）：事故の第一報から、現地（事故現場や最
寄地）でのご遺体確認、お引き取り等を行いご帰宅するまで。

②事故後短期（※問 2でお聞きします）：ご帰宅後から、事故から数年経ち、補
償交渉等が概ね終了した時期まで

③事故後長期（※問3でお聞きします）：事故後数年～数十年が経過した時期（例
えば現在）

○設問中の「行政」とは、国（事故調査委員会や検察・裁判所を含む）や都道府県・
市町村（消防・警察等を含む）のことを指します。また、「事業者」とは、日本航
空（中華航空）のことを指します。

○問１－１、問２－１の一部は表形式になっています。次ページの回答例を参考にお
答えください。

○アンケートの記入方法がご不明の場合は、お手数ですが下記までお問い合わせくだ
さい。 TEL (株)三菱総合研究所 ○○、○○

それでは、よろしくお願いします。

※回答は次ページからです。
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回答例）問１－１、問２－１の設問については以下のように、○印でご回答ください。それ以外は

設問に沿ってお答えください。

①事業者、行政、マスコミ等による、事故発生直後（当日～翌日程度）の情報提供状況
ａ．あなたは、あなたの身内の方が事故に巻き込まれたことをどのように知りましたか。

１．テレビ、ラジオ、新聞等のマスコミ報道から
２．事業者（日本航空）からの連絡
３．旅行会社からの連絡
４．警察・消防からの連絡
５．病院からの連絡
６．家族・親族・友人・知人からの連絡→ その方はそれをどのように知りましたか？

もし判れば具体的に（ ）
７．その他 →具体的に（ ）

ｂ．事故発生直後（当日、翌日程度）の、事故の状況や捜索・救出状況などに関する事業者、行
政からの情報の提供は十分でしたか（マスコミの取材情報、マスコミ経由で提供された情報を含
む）。以下のそれぞれの情報の提供状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)
情報、支援の内容

１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) マスコミ報道を含めて、事故の全般的な
状況・被害程度に関する情報はその時々
で十分提供されましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) ご家族の搭乗の有無や安否に関する問
い合わせ先の情報は事故後すぐに提供
されましたか。

１ ２ ３ ４ ５○

○

○
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問１．事故直後（事故の第一報からご遺体お引き取りの頃まで）の状況について

ご自身が事故直後（事故の第一報からご遺体お引き取りの頃まで）に直面した様々な問題につい

て、周囲からの情報や支援は、適切に提供されたでしょうか。以下の設問にそってお答えください。

問１－１ 以下に示した、それぞれの情報や支援の提供状況等はいかがだったでしょうか。

①事業者、行政、マスコミ等による、事故発生直後（当日～翌日程度）の情報提供状況
ａ．あなたは、あなたの身内の方が事故に巻き込まれたことをどのように知りましたか。

１．テレビ、ラジオ、新聞等のマスコミ報道から
２．事業者（日本航空）からの連絡
３．旅行会社からの連絡
４．警察・消防からの連絡
５．病院からの連絡
６．家族・親族・友人・知人からの連絡→ その方はそれをどのように知りましたか。

もし判れば具体的に（ ）
７．その他 →具体的に（ ）

ｂ．事故発生当日から翌日程度にかけての、事故の状況や捜索・救出状況などに関する事業者、
行政からの情報の提供は十分でしたか（マスコミの取材情報、マスコミ経由で提供された情報を
含む）。以下のそれぞれの情報の提供状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) マスコミ報道を含めて、事故の全般的な
状況・被害程度に関する情報はその時々
で十分提供されましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) ご家族の搭乗の有無や安否に関する問
い合わせ先の情報は事故後すぐに提供
されましたか。

１ ２ ３ ４ ５

3) 事業者（日本航空）側から、ご家族の方
が当該便に搭乗していたかどうかの連
絡は有りましたか。

１ ２ ３ ４ ５

4) 捜索・救出の進捗状況の情報や、その時
点で判明している乗客の安否情報はそ
の時々で遅滞なく提供されましたか。

１ ２ ３ ４ ５

5) 被害者家族の当座の待機場所・集合場所
等に関する情報は事故後すぐに提供さ
れましたか。

１ ２ ３ ４ ５

ｃ．事故発生当日から翌日程度にかけての、事故状況や乗客の安否に関する主な情報源は何でし
たか。事業者、行政等に限らず教えてください。

ｄ．事故発生当日から翌日程度にかけての、事故状況や乗客の安否情報の提供全般について、伝
えたいことが有ればご自由にお書きください。
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（問1 事故直後の状況：続き）

②事業者、行政による、事故直後のご自身・ご家族の行動の支援状況
ａ．あなたは、事故後どちらでご家族救出の状況を見守りましたか。（当てはまるものに○）

１．現地（事故現場最寄りの場所）
２．ご自宅、ご実家等
３．その他 →具体的に（ ）

ｂ．現地に行かれた方にお尋ねします。現地への移動・滞在の支援状況はいかがでしたか。それ
ぞれの支援の提供状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) ご自宅から事故現場までの貸切バス等
の移動手段の提供はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) 現地待機場所（空港・体育館等）で、電
話・FAX等のご家族、ご親戚、友人、会
社等への連絡手段の提供はありました
か。

１ ２ ３ ４ ５

3) 現地待機場所で、落ち着ける居場所の提
供や、食料・飲料等の提供はありました
か。

１ ２ ３ ４ ５

4) 現地待機場所で、事故状況、救出状況等
に関する適切な情報提供はありました
か。

１ ２ ３ ４ ５

5) 現地での宿泊場所の紹介・提供は有りま
したか。

１ ２ ３ ４ ５

6) 現地で事業者や行政等の関係者は誠意
ある対応をしましたか。

１
(全く誠意
がなかっ

た)

２
(誠意が不
十分だっ

た)

３
(誠意があ
った) ４ ５

7) 事業者や行政からの、現地での健康管
理、精神面での助言・支援はありました
か。

１ ２ ３ ４ ５

8) 現地でのマスコミ取材からの保護・隔離
は十分でしたか。

１
(全く不十
分だった)

２
(あったが
不足して
いた)

３
(概ね十分
だった) ４ ５

ｃ．現地までの移動、滞在等の際に、あなたに付き添うなどして支援なさった方はいましたか。
事業者、行政等に限らず教えてください。

ｄ．事故直後の現地への移動、滞在等の支援状況全般について、伝えたいことが有ればご自由に
お書きください。
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（問1 事故直後の状況：続き）

③事業者、行政による、事故直後にご自宅やご実家に残られたご家族への支援状況
ａ．ご自宅やご実家（以降、留守宅）に残られた方にお尋ねします。留守宅のご家族への支援
状況について教えてください。（現地に行かれた方で、留守宅の様子がおわかりの方もご回答く
ださい。）

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)
情報、支援の内容

１全く提供さ
れなかった

２提供された
が不十分だ
った

３概ね十分提
供された

４どちらとも
いえない

５ 提供は
不要だった

1) 留守宅のご家族への、事故状況、救
出状況等に関する事業者や行政から
の情報提供はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) 事業者や行政からの、現地と留守宅
のご家族の連絡に対する支援はあり
ましたか。

１ ２ ３ ４ ５

3) 事業者や行政からの、留守宅のご家
族への日常生活の支援はありました
か。

１ ２ ３ ４ ５

4) 事業者や行政からの、留守宅のご家
族への健康管理、精神面での助言・
支援はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

5) 留守宅のご家族のマスコミ取材から
の保護・隔離は十分でしたか。

１
(全く不十
分だった）

２
(あったが
不足して
いた)

３
(概ね十分
だった)

４ ５

ｂ．留守宅に残られたご家族は現地の状況に関する情報をどのように入手していましたか。

ｃ．留守宅に残られたご家族の日常生活や事故に関する様々な対応等を支援なさった方はいら
っしゃいましたか。事業者、行政等に限らず教えてください。

ｄ．事故直後に留守宅に残られたご家族への支援状況全般について、伝えたいことが有ればご
自由にお書きください。
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（問1 事故直後の状況：続き）

④事業者、行政による、ご遺体・ご遺品の確認等の支援状況
ａ．現地でのご遺体・ご遺品の確認等への事業者、行政等の対応は適切でしたか。対応の状況
について教えてください。（ご自宅におられた方で、現地の様子がおわかりの方もご回答くださ
い。）

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)
情報、支援の内容

１全く提供
されなかっ
た

２提供され
たが不十分
だった

３概ね十分
提供された

４どちらと
もいえない

５ 提供は
不要だった

1) ご遺体確認のための情報（ご遺体の特
徴や写真等）は、ご遺族に適切な形で提供さ
れましたか。

１
(全く不適
切だった)

２
(やや不適
切であっ
た)

３
(適切な形
で提供さ
れた)

４ ５

2) ご遺体確認をなさる際の、ご遺体やご
遺族の気持ちに対する適切な配慮はありま
したか。

１
(全く配慮
がなかっ
た)

２
(やや配慮
が不足だ
った)

３
(十分な配
慮があっ
た)

４ ５

3) ご遺体引き取り、現地での荼毘
だ び

に対す
るご遺族への十分な支援・援助はありました
か。

１
( 全 く 支
援・援助が
足りなか
った)

２
(支援・援
助がやや
足りなか
った)

３
(十分な支
援・援助が
あった)

４ ５

4) ご遺体引き取り時や、死体検案書発行
時などにおける、死因や死亡状況に関するご
遺族への十分な説明はありましたか。

１
(説明が全
く足りな
かった)

２
(やや説明
が足りな
かった)

３
(十分な説
明があっ
た)

４ ５

5) ご遺族がご遺品を確認するための十分
な機会は提供されましたか。

１
(全く機会
がなかっ
た)

２
(やや足り
なかった)

３
(十分な機
会があっ
た)

４ ５

6) ご遺品確認の際の、ご遺族のお気持ち
に対する適切な配慮はありましたか。

１
(全く配慮
がなかっ
た)

２
(やや適切
がなかっ
た)

３
(適切な配
慮があっ
た)

４ ５

ｂ．ご遺体の確認、荼毘
だ び

等の支援状況全般について、伝えたいことが有ればご自由にお書きく
ださい。

ｃ．ご遺品の返還に対する支援状況全般について、伝えたいことが有ればご自由にお書きくだ
さい。
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（問１ 事故直後の状況：続き）

⑤心身面での支援（家族・友人等、周辺の人からの支援を含む）
ａ．現地に滞在された方や留守宅のご家族への、心身面での支援は十分でしたか。支援の状況
について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)
情報、支援の内容

１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) 家族・友人等、身近な人からの精神的
な支えはありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(あったが
不十分だ
った)

３
(十分あっ

た)
４ ５

2) 専門家による相談やカウンセリング等
を受ける機会はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(あったが
不足して
いた)

３
(十分あっ

た)
４ ５

ｂ．現地や留守宅で、最もご自身の精神的な支えとなってくれたのは、どのような方ですか。
以下の選択肢からお選びください。

※支えになってくれた方が複数いる場合は、複数選択も可
１．家族
２．親族
３．友人
４．他の被害者・家族（個人）
５．事業者からの世話役
６．その他 →具体的に（ ）
７．支えてくれるような人はいなかった

問１－２ 事故直後（事故の第一報からご遺体お引き取りの頃まで）の支援全般を振り返って、特

に不足していた情報や支援が有りましたら、以下にお書きください。

問１－３ 事故直後（事故の第一報からご遺体お引き取りの頃まで）の支援全般を振り返って、特

に役に立ったと思う情報や支援があれば、以下にお書きください。
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問２．事故後短期（ご帰宅後から、事故から数年経ち、補償交渉等が概ね終了した時期まで）の情
報・支援について
ご自身が事故後数年の間に、社会生活に戻られて直面した様々な問題について、周囲からの情報

や支援は、どの程度提供されたでしょうか。以下の設問にそってお答えください。

問２－１ 以下のような、個別の情報や支援の提供状況等はいかがだったでしょうか。
①事業者、行政、周囲の人々等による、事故後の生活支援の状況
ａ．事故後の生活支援について、事業者、行政等の対応は十分でしたか。また周囲の人々（ご
家族や知人・隣人等）からの支援はありましたか。状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)
情報、支援の内容

１全く提供
されなかっ
た

２提供され
たが不十分
だった

３概ね十分
提供された

４どちらと
もいえない

５ 提供は
不要だった

1) 行政による生活補助、母子家庭支援や、
諸団体からの育英金等の、事業者からの補
償以外の経済的な支援はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

2) 被害者ご本人への労災保険の給付や、
事業者や行政による残されたご家族の方へ
の就労の支援はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

3) 周囲の人々からを含め、上記のような
各種支援の、支援内容に関する情報や相談
窓口に関する情報は十分に提供されました
か。

１ ２ ３ ４ ５

4) 周囲の人々からを含め、上記のような
各種支援や相続等の手続きへの助言や付き
添い等の支援はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

5) 身の回りのこと（育児・介護なども含
む）に対する周囲の人々からの支援はあり
ましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

6) ご自身やご家族の、マスコミ取材から
の保護・隔離は十分でしたか。

１
（全く不
十分だっ
た）

２
(あったが
不足して
いた)

３
(概ね十分
だった)

４ ５

ｂ．事業者や行政から、事故後の生活について、具体的にどのような支援がありましたか。状
況について教えてください。

ｃ．事故後の生活支援の状況について、伝えたいことが有ればご自由にお書きください。
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（問２ 事故後短期の状況：続き）
②心身面での支援（家族・友人等、周辺の人からの支援や、遺族会による支援活動を含む）
ａ．事故後に心身面で、どのような影響がありましたか。幾つでもお選びください。
１．事故により精神的な影響を強く受け、日常生活に支障が出た。
２．事故により精神的な影響を強く受け、仕事に支障が出た。
３．事故により身体面で影響が出た。
４．その他 →具体的に（ ）

ｂ．事故後数年間の心身面での支援は十分でしたか。支援の状況について教えてください。
情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなかっ
た

２提供され
たが不十分
だった

３概ね十分
提供された

４どちらと
もいえない

５ 提供は不
要だった

1) 家族・友人等、身近な人からの精神的な
支えはありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

2) 被害者同士のつながり、同じような体験
をした人たちと話し合える場（遺族会等）は
ありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

3) 行政等が運営する福祉事務所、保健所等
での相談・支援はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

4) 病院や医師等の専門家による相談やカウ
ンセリングの機会はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

5) 病院等へ行くときの、ご家族以外の方の
付添い等の支援はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

6) 事業者・行政による医療費の補助・支援
はありましたか。

１
(全くなか
った)

２
(やや不足
していた)

３
(概ね十分
あった)

４ ５

ｃ．事故後数年間に最もご自身の精神的な支えとなってくれたのは、どのような方ですか。以下
の選択肢からお選びください。
※支えになってくれた方が複数いる場合は、複数選択も可
１．家族
２．親族
３．友人
４．精神科の医師・看護師等 →紹介者があれば具体的に（ ）
５．心のケア専門のカウンセラー →紹介者があれば具体的に（ ）
６．遺族会等のグループ
７．他の被害者・家族（個人）
８．事業者からの世話役
９．宗教関係者
１０．その他 →具体的に（ ）
１１．支えてくれるような人はいなかった

ｄ．事故当時に事業者や行政から、カウセリングの専門家等の紹介がありましたか。
１．紹介があり利用した
２．紹介があったが利用しなかった
３．紹介はなかった →もし当時紹介があったら利用していたと思いますか。

（ａ．利用していたと思う ・ ｂ．利用していないと思う）
４．その他 →具体的に（ ）
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（問２ 事故後短期の状況：続き）
ｅ．事故後の心身面、特に精神面について、どのような形でどのような方が支援してくれるの
がよいと思いますか。

ｆ．事故後の心身面での支援状況全般について、役に立った支援内容又は必要としたことなど
を含めて、伝えたいことが有ればご自由にお書きください。

③葬式・慰霊行事等の支援の状況（遺族会等による支援活動を含む）
ａ．葬式の支援、慰霊行事等の実施は十分でしたか。状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) ご遺族が執り行う葬式・法要等に対す
る事業者の支援は十分でしたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) 慰霊祭や慰霊登山等の慰霊行事への支
援は十分でしたか。

１ ２ ３ ４ ５

3) 慰霊施設の建立・維持管理は適切にな
されましたか。

１
(適切にな

されなか

った)

２
(やや不適

切な部分

があった)

３
(適切にな

された)
４

５
（建立・維

持管理は

不要）

4) 事故の痕跡・残骸は適切に保管されま
したか。

１
(適切に保

管されな

がった)

２
(やや不適

切な部分

があった)

３
(適切に保

管された)
４

５
(痕跡・残

骸の保管

は不要)
5) 引き取りされない遺品は適切に保管さ

れましたか。
１

(適切に保

管されな

がった)

２
(やや不適

切な部分

があった)

３
(適切に保

管された)
４

５
(遺品の保

管は不要)

ｂ．葬式・慰霊行事等の支援状況全般について、これだけはして欲しい支援内容など、伝えた
いことが有ればご自由にお書きください。

ｃ．事故の痕跡・残骸や引き取りされない遺品の取扱全般について、公開の是非を含め、伝え
たいことが有ればご自由にお書きください。
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（問２ 事故後短期の状況：続き）
④事業者、行政からの、死因、事故原因等の情報の提供状況
ａ．死因、事故原因等の情報の提供は十分でしたか。状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) 亡くなった方の着座位置や救出状況、
亡くなったときの状況に関する詳細な
情報は提供されましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) 事業者からの、事故の原因に関する情
報やその詳細な説明は有りましたか。

１ ２ ３ ４ ５

3) 国の実施する事故調査の調査経過や、
調査報告書内容・調査結果についての
詳細な説明は有りましたか。

１ ２ ３ ４ ５

4) 警察、検察、裁判所から、捜査過程、
判決や事故の原因に関する情報の詳細
な説明は有りましたか。

１ ２ ３ ４ ５

5) 上記関係者（事業者、行政）の記者会
見・聴聞会等のスケジュールに関する
情報は提供されましたか。

１ ２ ３ ４ ５

ｂ．死因・事故原因等の情報の提供状況全般について、伝えたいことが有ればご自由にお書き
ください。

⑤事業者、行政による、再発防止に向けた取組や、それに関する情報の提供状況
ａ．再発防止に向けた取組や、それに関する情報の提供は十分でしたか。状況について教えて
ください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５提供は不要
だった

1) 関係者の処罰は適切でしたか。 １
(適切でな
かった)

２
(不十分だ
った)

３
(適切であ
った)

４ ５

2) 事業者の安全対策・再発防止策の内
容・実施状況についての詳細な説明は
ありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

3) 行政の安全対策・再発防止策の内容や
事業者に対する指導状況についての詳
細な説明はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

ｂ．再発防止に向けた取組や、それに関する情報の提供状況全般について、伝えたいことが有
ればご自由にお書きください。
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（問２ 事故後短期の状況：続き）
⑥事業者等からの謝罪等の状況
ａ．事業者等からの謝罪は十分でしたか。状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) 事業者の責任ある立場の人と直接対面
する場はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) 事業者からの謝罪はありましたか。
１ ２ ３ ４ ５

3) 機体メーカーなどの、その他関係者か
らの謝罪はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

4) 遺族の声を社会に訴えかける場や機会
はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

ｂ．事業者等からの謝罪の状況全般について、伝えたいことが有ればご自由にお書きください。

⑦補償交渉・裁判等に対する支援の状況（弁護士や遺族会等によるものを含む）
ａ．補償交渉・裁判等に対する支援は十分でしたか。状況について教えてください。

情報や支援の提供状況
(１～５のどれか１つに○)

(提供が必要だった)情報、支援の内容
１全く提供
されなか
った

２提供され
たが不十
分だった

３概ね十分
提供され
た

４どちらと
もいえな
い

５ 提供は
不要だった

1) 補償交渉・裁判等に関して、遺族会な
ど、遺族同士の情報交換、連携のため
の場はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

2) 補償交渉・裁判等における弁護士選任
についての助言や支援はありました
か。

１ ２ ３ ４ ５

3) 補償交渉・裁判等の場での弁護士等の
専門家による支援はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

4) 補償交渉・裁判等のための基礎的な知
識を得るための支援はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

5) 事業者から受け取った補償金等の使い
途や運用方法に関する専門家からの助
言や支援はありましたか。

１ ２ ３ ４ ５

ｂ．補償交渉・裁判等に対する支援の状況全般について、伝えたいことが有ればご自由にお書
きください。
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（問２ 事故後短期の状況：続き）
問２－２ 事故後数年間の状況を振り返って、特に不足していた情報や支援（心のケアを含めて）

が有りましたら、以下にお書きください。

問２－３ 事故後数年間の状況を振り返って、特に役に立ったと思う情報や、特に良かったと思う

支援（心のケアを含めて）、これだけは必要だったと思う内容が有りましたら、以下にお書きくだ

さい。

問２－４ 本事故に関して日本航空が採用した世話役制度についてどのように思われますか。ご自

由にお書きください。

注）中華航空事故ご遺族に対しては、以下の設問「問２－４ 我が国の幾つかの公共交通事故では、
事故後の被害者に対して事業者が社内から世話役を派遣する制度を採用していますが、この世
話役制度についてどのように思われますか。ご自由にお書きください。」
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問２－５ 本事故に関する事故後のマスコミの対応についてどのように思われますか。役立ったこ

とや困ったこと等を含めてご自由にお書き下さい。
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問３．事故後長期（事故後数年～数十年が経過した時期（例えば現在））の情報・支援について
事故後数年から数十年が経過して、当初はなかった問題が現れることもあるかと思います。こう

した長期的な支援のニーズについてお応えください。

問３－１ 問２でお聞きしたような、事業者や行政、支援団体等からの、生活面、精神面などでの
支援や慰霊などへの支援は、現在も継続的に提供されていますか。また、ご遺族として必要とする
情報は継続的に提供されていますか。以下の選択肢からお選びください。
１．必要な支援や情報は継続的に提供されている
２．一部の必要な支援や情報が提供されなくなった
３．必要な支援や情報がほとんど提供されなくなった
４．必要な支援や情報はもとから提供されていない

１～３にご回答の場合：現在も支援や情報を受けている場合、それはどのような内容ですか。また、
そうした支援はどこから提供されていますか。

２，３にご回答の場合：「提供されなくなった」のはどのような支援や情報ですか。

２、３にご回答の場合：必要な支援や情報が「提供されなくなった」のはどういう理由ですか。
※当てはまるものがあれば、いくつでもご回答ください。
１．支援事業の終了などで、支援や情報が提供されなくなった
→具体的に（事業者からの支援が終了した、など）

２．提供される支援や情報の内容が、欲しい支援や情報と合わなくなった
→具体的に（子供が独立した、身体面での支援が必要となってきた、など）

３．その他
→具体的に
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問３－２ 現在提供されている、いないにかかわらず、今最も欲しいと思う支援や情報提供が有り
ましたら、以下にお書きください。

問３－３ 現在はまだ必要としていないが、今後新たに必要となりそうな支援や情報提供が有りま
したらお答えください。

問４．今後の公共交通被害者支援方策について
今後不幸にも新たな公共交通事故が発生した際に、事業者や行政等はどのような被害者支援を行

うべきと考えますか。以下にご回答ください。

問４－１ 今後の公共交通事故の被害者支援に対して、事業者や行政等が果たすべき役割について、
思うところが有りましたらご自由にお書きください。

問４－２ 今後の被害者のために、ご自身が役に立ったというものを含めて、是非実現すべきとお
考えの支援の具体案（心のケアを含めて）が有りましたら、以下にご提案ください。
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問５．最後にあなた自身のことについてお伺いします。

問５－１ あなたの年齢
１．20 代 ２．30 代 ３．40 代 ４．50 代 ５．60 代
６．70 代 ７．80 代 ８．その他

問５－２ あなたの性別
１．男性 ２．女性

問５－３ 事故で亡くなられたご家族・ご親族（当てはまる方全てに○）
１．親 ２．子 ３．配偶者 ４．兄弟・姉妹 ５．その他

問５－４ その他ご意見が有りましたら、ご自由にお書きください

長時間にわたりご協力いただき、誠にありがとうございました。また、アンケート記入に当たり精
神的にもご負担があったかと思います。その面でも、今回のご協力を深く感謝いたします。今回の
結果を今後の国の事故被害者対策に是非反映していきたいと思いますので、ご理解いただければ幸
いです。
なお、この回答用紙は添付の返信封筒に入れて２月２４日（水）頃までにご投函ください。
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３．検討会議事概要（各回議事概要）

３-１ 第 1 回検討会

１．日時

平成 21 年９月４日（金） 15：00～17：00

２．場所

国土交通省２階特別会議室

３．出席者

垣本委員、高木委員、冨田委員、中島委員、大久保委員、下村委員、美谷島委員、関口委員、

小滝委員、堀家委員、中桐委員代理押立氏、嘉村委員代理宮西氏、蝦名委員、渡邊委員、篠

原委員代理松浦氏、菅井委員代理平野氏、粟津委員、髙木委員、開出委員代理森田氏、福田

委員代理山之内氏

４．議題

・検討会開催趣旨について

・検討の方向性および内容、スケジュールについて

・支援ニーズ調査の実施方法について

・その他

５．概要

○国土交通省総合政策局長から、委員の方々の活動経験を通じて忌憚のない御意見を出して

いただき、被害者支援の充実のために取りまとめを進めたい旨、挨拶があった。

○冨田委員が互選により座長に選任された。

○座長から、犯罪被害者等基本法に規定している基本理念を参考に、被害者等の視点を尊重

して検討を進めていくことが望ましい旨、挨拶があった。

○本調査は、我が国の領域内で実際に発生した鉄道、航空、船舶の大規模事故のうち、特定

の複数事故を対象にヒアリング調査を行い、その結果をもとに検討を進めることとし、加

害者への支援やテロ・天災による被害者への支援は対象にしないことが確認された。

○その他、委員から以下の意見があった。

・被害のショックによって PTSD やうつ病になってしまう人に対してカウンセリングや精

神医療を長期間にわたって専門家が提供すべき狭義の心のケアよりも、安否情報の迅速

な提供や落ち着ける場所の提供といった現実的なニーズに早く応えて安心・安全を提供

していくような広義の心のケアが非常に重要ではないか。

・被害者が地域から孤立してしまうことがよくあるので、安心してその場所で住み続けら

れるような施策に結びつけてほしい。

・事故現場では、突然メディアに囲まれる、遺体を確認するのに時間がかかる、情報が錯
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綜している間は遺族が放置されるといった問題があり、間に入る第三者がいればよいと

思う。

・遺族同士の交流が一番心が安らぐので、遺族間のネットワークも支援の体制に入れては

どうか。

・遺族会でニーズ調査をしたことがあるので、活用できるのではないか。

・遺族が欲しかった情報と企業が提供した情報が一致すること、事故がどのように活かさ

れたかが大切。身近なところで相談できるシステムが議論できればよい。

・災害や犯罪による被害者の心と公共交通の事故被害者の心は違うのではないか。

・事故発生直後の支援によってその後の心のケアが軽くて済む。また心のケアだけでなく、

物質的、経済的、人材的な支援も必要ではないか。

・精神的な面への早期介入、適当な情報提供、マスコミ対応等の初期の対応を十分考える

必要があるのではないか。

・全体の意見が代表できるよう、ヒアリングはある程度の人数を対象にした方がよいので

はないか。ヒアリングに参加されなかった方の意見を吸い上げるためにも、負担のない

形のアンケートなどを検討した方がよいのではないか。

・遺族は重度のストレス障害の率が高いと思われるので、ヒアリングを受ける方のその後

のフォローを慎重にした方がよいのではないか。

・過去に遺族の心の様子を書いたアンケートが残っているので必要であれば提供する。

・裁判中の事故と裁判を終えた事故ではニーズも違うので、同じ質問をしていいのか疑問

だが、他の遺族と交流しているのは共通部分があるからであり、その共通部分を支援で

きるような形から考えていけば広がりがあるのではないか。

・被害者のニーズは自覚されていないことがあるので、何が必要だったかという聞き方で

はなく、困ったことは何かという聞き方を中心に考えた方がよいのではないか。

・この調査によって被害者が影響を受けることがあるので、調査内容や実施方法を慎重に

検討して欲しい。
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３-２ 第２回検討会

１．日時

平成 21 年 10 月９日（金） 10：00～12：00

２．場所

合同庁舎２号館低層棟１階共用会議室３Ｂ

３．出席者

冨田座長、垣本委員、高木委員、中島委員、大久保委員、下村委員、美谷島委員、関口委員、

小滝委員、最勝寺委員、堀家委員、中桐委員、嘉村委員、蝦名委員、渡邊委員、篠原委員代

理松浦氏、菅井委員、粟津委員、髙木委員、福田委員代理山之内氏

４．議題

(1)過去の事故事例における支援の状況について

(2)委員からみた支援のあり方等について（意見交換）

(3)支援ニーズ調査の実施方法について

(4)その他

５．概要

○冨田座長から、被害者等のニーズに即した支援とするため、ニーズ調査のあり方について、

委員の積極的な御意見、御提案をお願いしたい旨、挨拶があった。

(1)過去の事故事例における支援の状況について

○事務局から、過去の４つの事故（JR 福知山線脱線事故、信楽高原鐵道衝突事故、日本航

空 123 便墜落事故、中華航空 140 便墜落事故）における支援の状況について説明があっ

た。

(2)委員からみた支援のあり方等について（意見交換）

○委員から以下の意見があった。

・事故発生時の情報提供を行う連絡体制の確立、事故調査と捜査の進捗状況の説明などの

情報提供が必要ではないか。

・遺体確認、葬儀、事故現場の訪問等の際のサポートなどの直接支援が必要ではないか。

・心のケアを行う機関を身近なところに設立し、被害者等にその機関を案内することが必

要ではないか。

・自助グループへの支援のためにマニュアルが必要ではないか。

・被害者を守るために、取材規制などのマスコミ対策が必要ではないか。

・事故がその後の事故防止にどのように活かされたかなどについて、事業者から継続的に
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情報提供することが必要ではないか。

・遺品や残存機体を保存・展示し、事故を語り継いでいくことが必要ではないか。

・原因究明がなければ被害者等の支援にならないし、原因が分かれば立ち直りが早い。運

輸安全委員会の調査は遺族のためという姿勢が必要ではないか。

・事故直後に何があったらよかったかを被害者等に聞いたところ、事故の情報を１カ所に

集めるシステムがあるとよい、病院等における個人情報の扱いを検討してはどうか、被

害者家族のいる待機所でのコーディネーターをおいてほしい、待機所での対応マニュア

ル、情報提供、飲食物の提供等が必要ではないか、遺体確認時の警察や事業者の配慮な

ど被害者等と接する人の心構えが心のケアにつながるという意識が必要ではないか、マ

スコミによって二次被害が起きないようにしてほしい、という要望があった。

・情報提供と心のケアには共通するものがあり、適切な情報提供は専門的な心のケアを行

う前提として必須の土台である。

・いつ、どこで、誰が、被害者等のために情報を提供するのかについて、事前にある程度

決めておく必要があるのではないか。

・被害者家族のいる待機所で、心のケアを心得た人が、ニーズを聞いたり、必要なものを

提供していくことが必要ではないか。

・遺体確認は非常に衝撃的で、それによる PTSD 発症の可能性があるので、遺体の確認

をどのように行うかについて、指針のようなものを示していければよいのではないか。

・被害者等の地元が事故現場から遠い場合の相談・対応についても検討した方がよいので

はないか。

・遺体確認の際の配慮、現場での情報提供、待機所での対応について、アメリカの例が参

考になるのではないか。

・防災、犯罪の分野では外国語による被害者向けの手引きがある。外国人の被害者への支

援についても検討した方がよいのではないか。

(3)支援ニーズ調査の実施方法について

○事務局から、支援ニーズ調査の実施方法について、過去の４つの事故（JR 福知山線脱線

事故、信楽高原鐵道衝突事故、日本航空 123 便墜落事故、中華航空 140 便墜落事故）の

被害者・遺族等を対象に、被害者等団体の協力を得ながら、グループインタビューを中心

にヒアリングを行い、ニーズの全体像が見えてきてからアンケート調査を考えたい旨、説

明があった。

○委員から以下の意見があった。

・被害者等団体に入っていない方の意見も聞いた方がよいのではないか。

・被害者等へのヒアリングの場には、医学面、心理面でフォローできる人がいた方がよい。

・事故後に起きる症状の特徴や、そのような症状が起きるのは当たり前であるということ
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を、被害者等に伝えることが大切ではないか。

・事故当時の警察、消防、自治体の担当者や交通事業者の意見も聞いた方がよいのではな

いか。

・ヒアリングの後にフラッシュバックを起こすことがあるので、その場合の相談先を紹介

するなどサポート体制を整えてほしい。

・グループインタビューの中で多くの人の意見を効率的に吸い上げるには、焦点を定めて

意見を聞く部分とそれ以外に広く聞く部分とに分け、話しやすいように配慮した方がよ

い。
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３-３ 第３回検討会

１．日時

平成 21 年 12 月 18 日（金） 10：00～12：00

２．場所

大手町サンケイプラザ３階 311 会議室

３．出席者

冨田座長、垣本委員、高木委員、中島委員、林委員、大久保委員、下村委員、美谷島委員、

関口委員、小滝委員、最勝寺委員、堀家委員、中桐委員、嘉村委員、蝦名委員代理山本氏、

渡邊委員、篠原委員代理松浦氏、菅井委員、粟津委員、髙木委員、開出委員代理森田氏、福

田委員代理山之内氏

JR 西日本 中村常務、森福知山線列車事故ご被害者対応本部副本部長

JAL 酒井執行役員・安全推進本部副本部長、赤坂安全推進本部部長

４．議題

(1)事業者による支援状況等について

(2)支援ニーズ調査（ヒアリングの途中経過、アンケート調査の実施方法等）について

(3)NTSB（国家運輸安全委員会）の被害者支援の概要等について

(4)その他

５．概要

○冨田座長から、被害者等のニーズを的確に把握するためのアンケートが重要であるので調

査項目等について多くの意見をお願いするとともに、事業者からこれまでの支援状況につ

いて話していただくので前向きに活用することが大切である旨、挨拶があった。

(1) 事業者による支援状況等について

○JR 西日本から、JR 福知山線脱線事故及び信楽高原鐵道列車衝突事故における被害者等

への支援状況について説明があったほか、以下のような課題・反省点について説明があっ

た。

・事故直後の救助活動のあり方について、実践的なマニュアルの整備や関係機関と連携し

た訓練が欠けていた。現在は、社員必携と腕章を常時携帯するほか、様々な訓練などを

行っている。

・安否情報を共有化、一元化して十分な情報提供を行うことができなかった。現在は、安

否情報を集約して提供できる仕組みにしている。

・加害当事者からの支援に抵抗感を感じる方もいる。日常生活の様々な支援や心のケアに

ついて、経費は事業者が負担するとして、第三者的な立場から支援できる組織、団体が

あるとよいのではないか。
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・PTSD 等の心の病に関して、医療機関によって診断基準や治療対応にばらつきがあり、

苦労している。効果的なケアのあり方や治療方法の開発を期待したい。

○JAL から、日本航空 123 便墜落事故における被害者等への支援状況について説明があっ

たほか、以下のような課題・反省点について説明があった。

・事故直後に的確な情報収集ができず、十分な情報提供が行えなかった。公的かつ専門的

な機関が一元的に情報の収集、提供を行う仕組みがあるとよいのではないか。

・加害当事者からの支援には限界がある。特に心のケアについては、例えば NPO のよう

な中立的機関の専門家が担うことができるとよいのではないか。

・遺族は早く事故原因を知りたいと思うが、加害当事者は事故原因について説明できる立

場にない。事故原因については、公的な機関が十分な説明を行ってほしい。

・残存機体や遺品の保存について、長い間遺族の思いに応えられなかった。現在では安全

啓発センターを設立し、残存機体や遺品を展示し、社員教育や事故の風化防止に役立て

ている。

○委員から以下の意見があった。

・心療内科医、精神科医であっても、PTSD に対する理解が十分でなかったり、判断基準

があいまいであったりするというのが現状ではないか。

・加害者側の社員が世話役として支援を行うのではなく、第三者が支援した方がよいとい

う意見は遺族側にもある。

・小規模の事業者が起こした大規模事故の場合に、JR 西日本や JAL のような大企業と同

じような支援を行うことはできないのではないか。

・JR 西日本の鉄道安全考動館や JAL の安全啓発センターは非常に貴重な情報センターで

あり、役割を強化し、活用していくことが重要ではないか。

(2) 支援ニーズ調査（ヒアリングの途中経過、アンケート調査の実施方法等）について

○事務局から、過去の４つの事故（JR 福知山線脱線事故、信楽高原鐵道衝突事故、日本航

空 123 便墜落事故、中華航空 140 便墜落事故）の被害者等を対象にしたヒアリングの途

中経過及び日本航空 123 便墜落事故、中華航空 140 便墜落事故の被害者等を対象にした

アンケートの項目案について説明があった。

○委員からの意見は後日事務局に連絡することとした。

(3) NTSB（国家運輸安全委員会）の被害者支援の概要等について

○事務局から、NTSB（国家運輸安全委員会）の組織、被害者支援の内容、航空災害家族支

援法、航空災害家族支援計画等の概要及び冨田座長、垣本委員が参加する２月の視察にお

ける調査項目案について説明があった。

○委員からの意見は後日事務局に連絡することとした。
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３-４ 第４回検討会

１．日時

平成 22 年３月９日（火） 13：00～15：00

２．場所

三菱総合研究所ビルヂング２階 セミナー室

３．出席者

冨田座長、垣本委員、高木委員、中島委員、下村委員、美谷島委員、関口委員、小滝委員、

最勝寺委員、堀家委員代理棚橋氏、中桐委員、蝦名委員代理山本氏、渡邊委員代理若松氏、

菅井委員、粟津委員、杉本委員、開出委員代理森田氏、福田委員代理川島氏

４．議題

(1)被害者等へのヒアリング・アンケートについて（途中経過）

(2)支援者等へのヒアリングについて（途中経過）

(3)米国視察結果

(4)類似分野における支援について（犯罪、交通事故、災害）

(5)これまでの調査から明らかになったニーズ等

５．概要

○冨田座長から、本日は議題が多いのでよろしくお願いしたい旨、挨拶があった。

(1) 被害者等へのヒアリング・アンケートについて（途中経過）

○事務局から、JR 西日本福知山線列車脱線事故の被害者等を対象にしたヒアリング及び日

本航空 123 便墜落事故の被害者等を対象にしたアンケートの途中経過について説明があ

った。

(2) 支援者等へのヒアリングについて（途中経過）

○事務局から、JR 西日本福知山線列車脱線事故の支援にあたった機関を対象にしたヒアリ

ングの途中経過について説明があった。

(3) 米国視察結果

○事務局から、NTSB（国家運輸安全委員会）、米国赤十字社をはじめとする米国視察結果

について説明があった。

(4) 類似分野における支援について（犯罪、交通事故、災害）

○事務局から、犯罪、交通事故、災害の分野における被害者支援の概要について説明があっ

た。

(5) これまでの調査から明らかになったニーズ等

○事務局から、これまでの調査から明らかになったニーズ等の整理について説明があった。



資-85

○委員から以下の意見があった。

・被害者等の名簿について、事業者でもなく被害者側でもないどこかに一元化されている

とよいのではないか。また、マスコミに対して被害者等の名簿が公開されないように配

慮してほしい。

・一般的に何を望んでいるのかというニーズについての基本的な認識を整理してほしい。

・被害者等の詳細な意見を調査したこと自体が非常に貴重なことである。

・正確な情報提供や事故現場等でのケアがなされた上ではじめて専門的な心のケアが成り

立つものであり、専門的な心のケアだけを単独で提供するのではなく、総合的な支援の

中に位置付けるべきではないか。

・事故現場や遺体安置所に専門家を派遣するのも心のケアの一部ではないか。警察、消防、

医療関係者に悲嘆や遺体への尊敬に関する教育がなされていないと、次の段階の心のケ

アがうまくいかなくなってしまう。

・事故現場や遺体確認等において常に心のケアに配慮された対応をすること、必要な人が

すぐに心のケアを受けられるようにすること、支援関係者が心のケアに関する知識を身

につけておくことが必要である。

・NTSB の TDA では、被害者家族に対して状況の説明を毎日行っている。何が起きたか

という説明も含めて、丁寧に被害者家族に説明することが大事ではないか。

・原因究明や情報提供がないと心のケアにならないので、これらも含めて大きな心のケア

としてとらえてほしい。

以上
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３-５ 第５回検討会

１．日時

平成 22年３月 31日（水） 17：00～19：00

２．場所

国土交通省（合同庁舎３号館）３階 総合政策局 ABC 会議室

３．出席者

冨田座長、垣本委員、高木委員、中島委員、林委員、大久保委員、下村委員、美谷島委員、

関口委員、小滝委員、最勝寺委員、堀家委員代理大久保氏、中桐委員、蝦名委員代理山本氏、

渡邊委員代理若松氏、菅井委員、粟津委員、杉本委員、開出委員代理梅澤氏、福田委員代理

川島氏

４．議題

(1)前回以降実施したヒアリング・アンケートの結果について

(2)今年度報告書の取りまとめについて

(3)意見交換

５．概要

○冨田座長から、今年度の調査にご協力いただいた関係者へのお礼と今年度の報告書は来年

度に予定している具体的な施策の検討のために重要な資料となるので十分な審議をお願

いしたい旨の挨拶があった。

(1) 前回以降実施したヒアリング・アンケートの結果について

○事務局から、第４回検討会以降に実施した追加ヒアリング（日本航空 123 便墜落事故、

中華航空 140 便墜落事故、JR 福知山線脱線事故の被害者等及び JR 福知山線脱線事故の

支援関係者を対象）及び中華航空 140 便墜落事故の被害者等を対象にしたアンケートの

結果について説明があった。

(2) 今年度報告書の取りまとめについて

○事務局から、今年度報告書案の内容について説明があった。

(3) 意見交換

○委員から以下の意見があった。

・事故原因の究明、生活支援、補償などのハードの支援と心のケアなどのソフトの支援の

両方が必要ではないか。

・心のケアという言葉がニーズの最初に出てくるのは被害者の心情に合わないのではない

か。事故原因の究明とその情報提供、安否情報の提供等をニーズの最初に記述し、心の

ケアはその後に記述した方がよいのではないか。
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・経済面、生活面、心身面で多様な支援ニーズがあり、それに対して総合的な対応をする

必要があるのではないか。また、これらの支援を実現するために、適切なタイミングで

適切な内容の情報が提供されることが重要ではないか。

・真実を知りたいという強い気持ちがあること、日常生活ができるような支援が必要であ

ることは、犯罪被害者が必要とする支援とほとんど同じではないか。心のケアだけでな

く、日常生活の支援等を行うにあたって、関係機関との連携、役割分担が大切であるし、

被害者同士の支え合いも重要である。

・ヒアリングやアンケートに協力した被害者等のプライバシーに配慮した記述となるよう

確認してほしい。

・被害者家族は事業者から事故原因を知りたい気持ちが強いが、捜査中又は調査中だから

と言われて事故原因の説明がなされず、たまに報道がなされるだけで、被害者家族がお

ざなりになっている。また調査報告書も被害者家族には分かりにくい。

・事故直後に、被害者家族は負傷者が入院する病院を探し回ったり、遺体安置所で他人の

遺体まで確認せざるを得なかったりして負担が重いので、被害者家族になるべく負担を

かけないような体制が望ましい。

・適切なタイミングで迅速かつ平等に情報が提供されること、そのために関係機関が連携

することが重要である。

・直接的な生活支援、心のケアを担う人材の育成、自助グループに対する支援、マスコミ

対策なども大切である。

・被害者のニーズは個別性があり、一人一人異なるので、全員のニーズを満たすことはで

きないという認識が必要ではないか。

○報告書の最終的な取りまとめは冨田座長に一任された。

○国土交通省総合政策局次長から、検討会における議論等へのお礼と今年度のニーズ把握調

査を受けて来年度に施策の検討を行うので引き続きよろしくお願いしたい旨の挨拶があ

った。

以上


